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⑤ -２  中掘工法･････････････････ Ⅱ-３- ⑤ -18

⑥　ドロップハンマ杭打工･････････ Ⅱ-３- ⑥ -  1
⑦　木杭及び矢板打工（人力，ドロップハンマ工）
　　･････････････････････････････ Ⅱ-３- ⑦ -  1
⑧　泥水運搬工･･･････････････････ Ⅱ-３- ⑧ -  1

第４章　コンクリート工
①　コンクリート工･･･････････････ Ⅱ-４- ① -  1



第１章　河 川 海 岸
①　消波根固めブロック工･････････ Ⅲ-１- ① -  1

① -１  消波根固めブロック工･････ Ⅲ-１- ① -  1
① -２  消波根固めブロック工（ブロック撤去工）
（0.25ｔ以上35.5ｔ以下）･････････ Ⅲ-１- ① -14

②　捨　石　工･･･････････････････ Ⅲ-１- ② -  1
③　消　波　工･･･････････････････ Ⅲ-１- ③ -  1
④　浚　渫　工･･･････････････････ Ⅲ-１- ④ -  1

④ -１  ポンプ式浚渫船･･･････････ Ⅲ-１- ④ -  1
④ -２  バックホウ浚渫船･････････ Ⅲ-１- ④ -18

⑤　軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工
　　･････････････････････････････ Ⅲ-１- ⑤ -  1

第２章　河川維持工
①　堤防除草工･･･････････････････ Ⅲ-２- ① -  1
②　堤防天端補修工･･･････････････ Ⅲ-２- ② -  1
③　堤防芝養生工･････････････････ Ⅲ-２- ③ -  1
④　伐木除根工･･･････････････････ Ⅲ-２- ④ -  1
⑤　塵芥処理工･･･････････････････ Ⅲ-２- ⑤ -  1
⑥　ボーリンググラウト工･････････ Ⅲ-２- ⑥ -  1
⑦　粗朶沈床工･･･････････････････ Ⅲ-２- ⑦ -  1
⑧　機械土工（河床等掘削）･････････ Ⅲ-２- ⑧ -  1
⑨　多自然護岸工･････････････････ Ⅲ-２- ⑨ -  1

⑨ -１  巨石積（張）工･････････････ Ⅲ-２- ⑨ -  1
⑨ -２  木 杭 打 工･･･････････････ Ⅲ-２- ⑨ -  9
⑨ -３  巨石据付工･･･････････････ Ⅲ-２- ⑨ -10

⑩　護岸基礎ブロック工･･･････････ Ⅲ-２- ⑩ -  1
⑪　かごマット工･････････････････ Ⅲ-２- ⑪ -  1

⑪ -１  かごマット工（スロープ型）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-２- ⑪ -  1
⑪ -２  かごマット工（多段積型）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-２- ⑪ -  3

⑫　ブロックマット工･････････････ Ⅲ-２- ⑫ -  1
⑬　野芝種子吹付工･･･････････････ Ⅲ-２- ⑬ -  1
⑭　袋詰玉石工･･･････････････････ Ⅲ-２- ⑭ -  1
⑮　笠コンクリートブロック据付工････ Ⅲ-２- ⑮ -  1
⑯　グラウトホール工･････････････ Ⅲ-２- ⑯ -  1
⑰　連節ブロックの水中吊落し工･･･ Ⅲ-２- ⑰ -  1
⑱　光ケーブル配管工･････････････ Ⅲ-２- ⑱ -  1

第３章　砂　防　工
①　土　　　工･･･････････････････ Ⅲ-３- ① -  1
②　コンクリート工･･･････････････ Ⅲ-３- ② -  1

② -１  コンクリート工･･･････････ Ⅲ-３- ② -  1
② -２  コンクリート工（ケーブルクレーン打設）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-３- ② -  7
② -３  残存型枠工･･･････････････ Ⅲ-３- ② -13

③　砂防（仮設備工）･････････････ Ⅲ-３- ③ -  1
③ -１  仮 設 備 工･･･････････････ Ⅲ-３- ③ -  1
③ -２  仮設備工（ケーブルクレーン付属設備）

　　　 　･････････････････････････ Ⅲ-３- ③ -  7
④　養生工（練炭）･････････････････ Ⅲ-３- ④ -  1
⑤　石材等採取工（割石，雑割石，野面石採取）
　　･････････････････････････････ Ⅲ-３- ⑤ -  1

②　型　枠　工･･･････････････････ Ⅱ-４- ② -  1
② -１  型　枠　工･･･････････････ Ⅱ-４- ② -  1
② -２  型枠工（省力化構造）･･･････ Ⅱ-４- ② -  5

③　溶接金網設置工･･･････････････ Ⅱ-４- ③ -  1
④　張りコンクリート工･･･････････ Ⅱ-４- ④ -  1

第５章　仮　設　工
①　仮　設　工･･･････････････････ Ⅱ-５- ① -  1
②　鋼矢板（Ｈ形鋼）工･････････････ Ⅱ-５- ② -  1

② -１  バイブロハンマ工･･････････ Ⅱ-５- ② -  1
② -２  バイブロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）
　　　 ･････････････････････････ Ⅱ-５- ② -25
② -３  油圧圧入引抜工･･･････････ Ⅱ-５- ② -29
② -４  ディーゼルハンマ・プレボーリング
　　　 ･････････････････････････ Ⅱ-５- ② -46

③　矢板工（アースオーガ併用圧入工）
　　･････････････････････････････ Ⅱ-５- ③ -  1
④　鋼矢板（Ｈ形鋼）工（クレーン引抜工）
　　･････････････････････････････ Ⅱ-５- ④ -  1
⑤　鋼矢板施工法選定表（参考）･････ Ⅱ-５- ⑤ -  1

⑤ -１  鋼矢板打込施工法選定表（参考）
　　　 ･････････････････････････ Ⅱ-５- ⑤ -  1
⑤ -２  鋼矢板・Ｈ形鋼引抜施工法選定フロー
　　　 （参考）･･･････････････････ Ⅱ-５- ⑤ -  4

⑥　仮設材設置撤去工････････････  Ⅱ-５- ⑥ -  1
⑦　足場支保工･･･････････････････ Ⅱ-５- ⑦ -  1

⑦ -１  足　場　工･･･････････････ Ⅱ-５- ⑦ -  1
⑦ -２  支　保　工･･･････････････ Ⅱ-５- ⑦ -  4

⑧　締切排水工･･･････････････････ Ⅱ-５- ⑧ -  1
⑨　ウエルポイント工･････････････ Ⅱ-５- ⑨ -  1
⑩　土 の う 工････････････････････ Ⅱ-５- ⑩ -  1

⑩ -１  土 の う 工･･･････････････ Ⅱ-５- ⑩ -  1
⑩ -２  大型土のう工･････････････ Ⅱ-５- ⑩ -  3

⑪　仮橋・仮桟橋工･･･････････････ Ⅱ-５- ⑪ -  1
⑫　汚濁防止フェンス工･･･････････ Ⅱ-５- ⑫ -  1
⑬　仮囲い設置・撤去工･･･････････ Ⅱ-５- ⑬ -  1

⑬ -１  仮囲い設置・撤去工･･･････ Ⅱ-５- ⑬ -  1
⑬ -２  雪寒仮囲い工･････････････ Ⅱ-５- ⑬ -  3

⑭　仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）
　　･････････････････････････････ Ⅱ-５- ⑭ -  1
⑮　濁水処理工（一般土木工事）･････ Ⅱ-５- ⑮ -  1
⑯　敷鉄板設置・撤去工･･･････････ Ⅱ-５- ⑯ -  1
⑰　防塵処理工･･･････････････････ Ⅱ-５- ⑰ -  1
⑱　仮設電力設備工･･･････････････ Ⅱ-５- ⑱ -  1
⑲　グラフによる標準的な仮設電力設備の積算
　　･････････････････････････････ Ⅱ-５- ⑲ -  1
⑳　法面工（仮設用モルタル吹付工）
　　･････････････････････････････ Ⅱ-５- ⑳ -  1
㉑　交通誘導警備員･･･････････････ Ⅱ-５- ㉑ -  1
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第１章　舗　装　工
①　路　盤　工･･･････････････････ Ⅳ-１- ① -  1

① -１  路盤工･･･････････････････ Ⅳ-１- ① -  1
① -２  路盤工（ICT）･･･････････ Ⅳ-１- ① -12

②　アスファルト舗装工･･･････････ Ⅳ-１- ② -  1
② -１  アスファルト舗装工･･･････ Ⅳ-１- ② -  1
② -２  半たわみ性（コンポジット）舗装工
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-１- ② -12

③　排水性舗装工･････････････････ Ⅳ-１- ③ -  1
③ -１  排水性アスファルト舗装工
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-１- ③ -  1
③ -２  透水性樹脂コンクリート工
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-１- ③ -  4
③ -３  透水性アスファルト舗装工
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-１- ③ -  7

④　グースアスファルト舗装工･････ Ⅳ-１- ④ -  1
⑤　コンクリート舗装工･･･････････ Ⅳ-１- ⑤ -  1

⑤ -１  コンクリート舗装工･･･････ Ⅳ-１- ⑤ -  1
⑤ -２  連続鉄筋コンクリート舗装工

　　　　･････････････････････････ Ⅳ-１- ⑤ -  6
⑥　踏　掛　版･･･････････････････ Ⅳ-１- ⑥ -  1

第２章　付 属 施 設
①　防護柵設置工･････････････････ Ⅳ-２- ① -  1

① -１  ガードケーブル設置工･････ Ⅳ-２- ① -  1
① -２  落石防止網（繊維網）設置工
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-２- ① -  6

① -３  立入り防止柵工･･･････････ Ⅳ-２- ① -  7
① -４  車止めポスト設置工･･･････ Ⅳ-２- ① -14
① -５  防雪柵設置及び撤去工･････ Ⅳ-２- ① -15
① -６  防雪柵現地張出し・収納工
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-２- ① -19
① -７  雪崩予防柵設置工･････････ Ⅳ-２- ① -22
① -８  雪崩発生予防柵設置工（円形空洞型枠工，
　　　 立入防止柵工，柵板設置工）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-２- ① -28
① -９  ボックスビーム設置工･････ Ⅳ-２- ① -31
① -10  遮光フェンス設置工･･･････ Ⅳ-２- ① -34
① -11  落下物等防止柵設置工･････ Ⅳ-２- ① -38

②　しゃ音壁設置工･･･････････････ Ⅳ-２- ② -  1
③　路　側　工･･･････････････････ Ⅳ-２- ③ -  1

③ -１  路側工（据付け）･･･････････ Ⅳ-２- ③ -  1
③ -２  路側工（取外し）･･･････････ Ⅳ-２- ③ -  6

④　特殊ブロック設置工･･･････････ Ⅳ-２- ④ -  1
⑤　組立歩道工･･･････････････････ Ⅳ-２- ⑤ -  1
⑥　橋梁付属施設設置工･･･････････ Ⅳ-２- ⑥ -  1
⑦　トンネル内装板設置工･････････ Ⅳ-２- ⑦ -  1
⑧　道路付属物設置工･････････････ Ⅳ-２- ⑧ -  1
⑨　スノーポール設置・撤去工････  Ⅳ-２- ⑨ -  1

第３章　道路維持修繕工
①　路面切削工･･･････････････････ Ⅳ-３- ① -  1

① -１  路面切削工･･･････････････ Ⅳ-３- ① -  1
① -２  切削オーバーレイ工･･･････ Ⅳ-３- ① -  6

②　舗装版破砕工･････････････････ Ⅳ-３- ② -  1
③　舗装版切断工･････････････････ Ⅳ-３- ③ -  1
④　道路打換え工･････････････････ Ⅳ-３- ④ -  1

⑥　ケーブルクレーンによる資材等の運搬
　　･････････････････････････････ Ⅲ-３- ⑥ -  1
⑦　銘　板　工･･･････････････････ Ⅲ-３- ⑦ -  1
⑧　仮 締 切 工････････････････････ Ⅲ-３- ⑧ -  1

⑧ -１  砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-３- ⑧ -  1
⑧ -２  砂防コンクリート締切･････ Ⅲ-３- ⑧ -  7

⑨　鋼製砂防工･･･････････････････ Ⅲ-３- ⑨ -  1
⑩　砂防ソイルセメント工･････････ Ⅲ-３- ⑩ -  1

第４章　地すべり防止工
①　地すべり防止工･･･････････････ Ⅲ-４- ① -  1

① -１  集水井工（ライナープレート土留工法）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -  1

① -２  集水井工（プレキャスト土留工法）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -  9
① -３  地すべり防止工（集排水ボーリング工）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -14
① -４  地すべり防止工（山腹水路工）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -20
① -５  地すべり防止工（ふとんかご）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -32
① -６  地すべり防止工（じゃかご）
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -34
① -７  集排水ボーリング孔洗浄工
　　　 ･････････････････････････ Ⅲ-４- ① -37
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⑤　路上路盤再生工･･･････････････ Ⅳ-３- ⑤ -  1
⑥　アスファルト注入工･･･････････ Ⅳ-３- ⑥ -  1
⑦　舗装版クラック補修工･････････ Ⅳ-３- ⑦ -  1
⑧　道路付属構造物塗替工･････････ Ⅳ-３- ⑧ -  1
⑨　張紙防止塗装工・・・・･･･････ Ⅳ-３- ⑨ -  1
⑩　床版補強工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑩ -  1
⑪　橋梁補強工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -  1

⑪ -１  橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -  1
⑪ -２  橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -11
⑪ -３  橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -15
⑪ -４  橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑪ -22

⑫　橋梁補修工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑫ -  1
⑫ -１  橋梁地覆補修工･･･････････ Ⅳ-３- ⑫ -  1
⑫ -２  橋梁補修工（支承取替工）････ Ⅳ-３- ⑫ -  7
⑫ -３  橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑫ -16
⑫ -４  橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑫ -18

⑬　落橋防止装置工･･･････････････ Ⅳ-３- ⑬ -  1
⑭　道路除草工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑭ -  1
⑮　道路清掃工･･･････････････････ Ⅳ-３- ⑮ -  1

⑮ -１  路面清掃工（機械清掃）･････ Ⅳ-３- ⑮ -  1
⑮ -２  路面清掃工（人力清掃工）････ Ⅳ-３- ⑮ -  7
⑮ -３  ガードパイプ清掃工･･･････ Ⅳ-３- ⑮ -10

⑯　排水構造物清掃工･････････････ Ⅳ-３- ⑯ -  1
⑯ -１  管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃
　　　   工（組合せ作業）････････ Ⅳ-３- ⑯ -  1
⑯ -２  側溝清掃（単独作業）･･･････ Ⅳ-３- ⑯ -  7
⑯ -３  側溝清掃工（人力清掃工）････ Ⅳ-３- ⑯ -10
⑯ -４  集水桝清掃工（単独作業）････ Ⅳ-３- ⑯ -12
⑯ -５  集水桝清掃工（人力清掃工）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-３- ⑯ -16

⑰　トンネル清掃工･･･････････････ Ⅳ-３- ⑰ -  1
⑱　トンネル照明器具清掃工･･･････ Ⅳ-３- ⑱ -  1
⑲　トンネル漏水対策工･･･････････ Ⅳ-３- ⑲ -  1
⑳　トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工
　　法））････････････････････････ Ⅳ-３- ⑳ -  1
㉑　沓座拡幅工･･･････････････････ Ⅳ-３- ㉑ -  1
㉒　欠損部補修工･････････････････ Ⅳ-３- ㉒ -  1
㉓　路肩整正（人力による土はね）･･･ Ⅳ-３- ㉓ -  1
㉔　コンクリート接着工･･･････････ Ⅳ-３- ㉔ -  1
㉕　防護柵復旧工・・･････････････ Ⅳ-３- ㉕ -  1
㉖　アスファルト舗装版削孔工･････ Ⅳ-３- ㉖ -  1
㉗　道路付属物のコンクリート面塗装工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-３- ㉗ -  1
㉘　横断歩道橋補修工･････････････ Ⅳ-３- ㉘ -  1

第４章　共 同 溝 工
①　共 同 溝 工････････････････････ Ⅳ-４- ① -  1

① -１  共同溝工（1）（構造物単位）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-４- ① -  1
① -２  共同溝工（2）･･････････････ Ⅳ-４- ① -  7
① -３  防水工・防水層保護工･････ Ⅳ-４- ① -29

②　電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）
　　･････････････････････････････ Ⅳ-４- ② -  1
③　情報ボックス工･･･････････････ Ⅳ-４- ③ -  1

第５章　トンネル工
①　トンネル工（ＮＡＴＭ）････････ Ⅳ-５- ① -  1

① -１  トンネル工（ＮＡＴＭ）〔発破工法〕
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-５- ① -  1
① -２  トンネル（ＮＡＴＭ）〔機械掘削工法〕
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-５- ① -70
① -３  トンネル濁水処理工･･･････ Ⅳ-５- ① -131
① -４  トンネル工（ＮＡＴＭ）仮設備工
　　　（防音扉工）･･････････････ Ⅳ-５- ① -135

②　小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）･･･ Ⅳ-５- ② -  1
③　トンネル裏込注入工･･･････････ Ⅳ-５- ③ -  1

第６章　道路除雪工
①　道路除雪工･･･････････････････ Ⅳ-６- ① -  1

第７章　橋　梁　工
①　鋼橋製作工･･･････････････････ Ⅳ-７- ① -  1
②　橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ② -  1
③　鋼橋架設工･･･････････････････ Ⅳ-７- ③ -  1
④　プレビーム桁製作及び架設工･･･ Ⅳ-７- ④ -  1

④ -１  プレビーム桁製作工（現場）
　　　 ･････････････････････････ Ⅳ-７- ④ -  1
④ -２  プレビーム桁架設工･･･････ Ⅳ-７- ④ -10

⑤　鋼橋床版工･･･････････････････ Ⅳ-７- ⑤ -  1
⑥　グレーチング床版架設工及び足場工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑥ -  1
⑦　ポストテンション桁製作工･････ Ⅳ-７- ⑦ -  1
⑧　プレキャストセグメント主桁組立工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑧ -  1
⑨　ＰＣ橋架設工･････････････････ Ⅳ-７- ⑨ -  1
⑩　ＰＣ橋片持架設工･････････････ Ⅳ-７- ⑩ -  1
⑪　ポストテンション場所打ホロースラブ橋工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑪ -  1
⑫　ポストテンション場所打箱桁橋工
　　･････････････････････････････ Ⅳ-７- ⑫ -  1
⑬　ＲＣ場所打ホロースラブ橋工･･･ Ⅳ-７- ⑬ -  1
⑭　架設支保工･･･････････････････ Ⅳ-７- ⑭ -  1
⑮　伸縮装置工（鋼製）････････････ Ⅳ-７- ⑮ -  1
⑯　橋梁排水管設置工･････････････ Ⅳ-７- ⑯ -  1
⑰　歩道橋（側道橋）架設工･････････ Ⅳ-７- ⑰ -  1
⑱　鋼製橋脚設置工･･･････････････ Ⅳ-７- ⑱ -  1
⑲　橋台・橋脚工･････････････････ Ⅳ-７- ⑲ -  1

⑲ -１  橋台・橋脚工（1）･･････････ Ⅳ-７- ⑲ -  1
⑲ -２  橋台・橋脚工（2）･･････････ Ⅳ-７- ⑲ -13



第Ⅴ編　公　　　園

第１章　公園植栽工
①　公園植栽工･･･････････････････ Ⅴ-１- ① -  1
②　公園除草工･･･････････････････ Ⅴ-１- ② -  1
③　公　園　工･･･････････････････ Ⅴ-１- ③ -  1

第Ⅵ編　土木工事標準単価及び市場単価

第１章　土木工事標準単価
①　区画線工･････････････････････ Ⅵ-１- ① -  1
②　高視認性区画線工･････････････ Ⅵ-１- ② -  1
③　橋梁塗装工･･･････････････････ Ⅵ-１- ③ -  1
④　構造物とりこわし工･･･････････ Ⅵ-１- ④ -  1
⑤　コンクリートブロック積工･････ Ⅵ-１- ⑤ -  1
⑥　排水構造物工･････････････････ Ⅵ-１- ⑥ -  1

第２章　市 場 単 価
①　鉄　筋　工･･･････････････････ Ⅵ-２- ① -  1

① -１  鉄筋工（太径鉄筋含む）･････ Ⅵ-２- ① -  1
① -２  鉄筋工（ガス圧接工）･･･････ Ⅵ-２- ① -  8

②　インターロッキングブロック工･･･ Ⅵ-２- ② -  1
③　防護柵設置工･････････････････ Ⅵ-２- ③ -  1

③ -１  防護柵設置工（ガードレール）
　　　 ･････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -  1

③ -２  防護柵設置工（ガードパイプ）
　　　 ･････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -  8
③ -３  防護柵設置工（横断・転落防止柵）
　　　 ･････････････････････････ Ⅵ-２- ③ -13
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①　間接工事費･････････････････････ Ⅶ- 1 - ① -  1
1 　共通仮設費･･･････････････････ Ⅶ- 1 - ① -  1

1 - 1　運 搬 費･････････････････ Ⅶ- 1 - � -  3
1 - 2　準 備 費･････････････････ Ⅶ- 1 - � -  9

②　産業廃棄物処分に係る留意事項･･･ Ⅶ- 1 - ② -  1
1 　伐根物等の処理について･･･････ Ⅶ- 1 - ② -  1
2 　残差率（標準減量化率）について
　　･････････････････････････････ Ⅶ- 1 - ② -  1
3 　スクラップ処理について･･･････ Ⅶ- 1 - ② -  1

③　随意契約方式により工事を発注する場合の調整に
　　ついて･････････････････････････ Ⅶ- 1 - ③ -  1
④　時間的制約を受ける公共土木工事の積算要領の運用
　　･･･････････････････････････････ Ⅶ- 1 - ④ -  1
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③  187③  187 Ⅶ−1−①−1

第１章 工事費の積算 

① 間接工事費 

１ 共通仮設費 

（１）単独発注する場合の適用工種 

１）河川，海岸，砂防工事の工事用道路を単独発注する場合の間接工事費の適用工種区分は「道路改良

工事」とする。 

２）維持修繕，交安工事等を単独発注する場合の間接工事費の適用工種区分は次表のとおりとする。 

工  種 適 用 工 種 摘   要 

道 路 照 明 灯 設 置 道 路 維 持 工 事  

道 路 植 樹 工 〃  

ロックネット張工 道 路 改 良 工 事  

消 雪 パ イ プ 設 置 〃  

歩 道 設 置 〃  

側 道 橋 架 設 鋼 橋 架 設 工 事  

横 断 歩 道 橋 架 設 〃  

（２）ＰＣ橋の工種区分 

別種梁橋分区種工

河川・道路構造物工事 橋梁種別－１：プレテンション桁橋工事 

橋梁種別－２：ＲＣ場所打ホロースラブ橋工事 

Ｐ Ｃ 橋 工 事 橋梁種別－１：ポストテンションＴ桁橋工事 

（プレキャストセグメント桁工事含む） 

橋梁種別－２：ＰＣコンポ桁橋工事 

橋梁種別－３：ポストテンション場所打ホロースラブ橋工事 

橋梁種別－４：ポストテンション場所打箱桁橋工事 

橋梁種別－５：ＰＣ橋片持架設橋工事 

橋梁種別－６：その他場所打架設橋工事 

橋梁種別－７：ＰＣ床版工事

　　　　　　　（プレキャスト、場所打ちで、新設工事の場合） 

（出典：橋梁架設工事の積算） 

（３）間接工事費等の率計算対象額について 

１）支給品の取り扱い 

支給する下記品目の材料費は間接工事費等（共通仮設費，現場管理費，一般管理費）の対象外とす

る。 

（イ）現場製作の根固め及び消波ブロック 

（ロ）仮設を目的に支給される材料（防護柵，標識類など） 

（ハ）道路除雪で支給する吹きだめ柵，スノーポール類 

２）電気通信設備等機器類の取り扱い 

電気通信設備等機器類の設置工事を単独発注する場合は，土木工事標準積算基準（電気通信編）に

よることとし，間接工事費等の対象区分は同基準の「間接工事費等の項目別対照表」に基づくこと。 

なお，土木工事標準積算基準による一般土木工事等と一体発注する場合であって，完成品を据え付

けて運転調整のみを行う機器にあっては，間接工事費等の率計算対象額は鋼橋門扉等工事原価の取扱

いに準じるものとする。 

例）凍結防止剤散布装置

１－①－１－Ⅶ
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３）橋梁資材の間接工事費等の取り扱い 

土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕第Ⅶ編 第 13 章 橋梁上部工 ①鋼橋製作工 ６橋梁資材の間接工事費等

の対象表 を参照のこと。 

 

４）間接工事費等の率計算対象額に含める工場製品の取り扱い 

下記品目は間接工事費等（共通仮設費，現場管理費，一般管理費）の対象とする。 

（イ）雪崩予防柵，防塵柵，防雪柵等現地で組み立てを要する柵類 

（ロ）製品購入のゲート類（設計図により別途製作するゲート（水門）については，鋼橋門扉等工事

原価の取扱いに準じる。） 

（解説）現場搬入後に部材を組み立てるものについては，安全費や技術管理費（品質管理，出来形管

理等）等が必要であることから，間接工事費等の率計算対象額に含めることとしている。 

 

 

（４）無償貸付機械の取り扱い 

１）機械管理費の計上方法 

貸付機械の管理費は供用日当りで金額が定められており，これを単価表に計上するのを原則とする。

その計上方法を以下に示す。 

１時間当り単価＝ 
供用日１日当り機械管理費

＋１時間当り現場修理費 
供用日当り運転時間 

 

例）散水車（タンク容量 5,500～6,500ℓ） 

１時間当り単価＝ 
910 

＋ 131 ≒ 425・・・・（ａ） 
3.1 

なお，貸付機械調書に計上する日数は工程表等を参考として定めるものとする。 

 

２）無償貸付機械評価額の計上方法 

無償貸付機械を貸付けするときは「無償貸付機械評価額」を共通仮設費及び現場管理費の対象金額

とし，共通仮設費算出のための対象額の範囲は，直接工事費＋仮設費＋事業損失防止施設費に含まれ

る無償貸付機械評価額とする。また，現場管理費については対象純工事費とする。ただし，一般管理

費等の対象金額にはしないものとする。 

 

（イ）無償貸付評価額とは 

（無償貸付機械と同機種，同形式建設機械損料額）－（当該機械の設計に計上された経費） 

 

（ロ）当該機械の設計に計上された経費とは 

設計に計上された現場修理費及び機械管理費 

 

（ハ）計算方法                  （ａ） 

 

評価額＝｛１時間当り機械損料額－（
供用１日当り機械管理費

＋１時間当り現場修理費 ）｝×総実働時間
供用日当り運転時間 

※ 機械損料額は当該地区（Ａ，Ｂ地区）の損料額 

（例）散水車（タンク容量 5,500～6,500ℓ）総実働時間 100 時間 

（Ａ地区の場合） 

評価額＝｛2,230－（
910 

＋131 ）｝×100 ＝ 180,500 円 
3.1 
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１－１ 運搬費 

（１）機械損料の地域補正 

請負工事機械経費積算要領第５（機械損料の補正）に掲げる，機械の輸送費の算定の基礎となる機械

の所在場所は，以下を標準とする。ただし，特別な理由により，適用することが著しく適正を欠くと認

められる場合は，この限りでない。 

１）機械の所在地 

（イ） 所在地区分１ 

所  在  地 豪雪地域区分 

東  京 Ａ 

 

（ロ） 所在地区分２ 

所  在  地 豪雪地域区分 

仙 台 市 Ａ 

新 潟 市 Ｂ 

 

（ハ） 所在地区分３ 

所  在  地 豪雪地域区分 

仙台市，郡山市，いわき市 Ａ 

青森市，八戸市 

盛岡市 

秋田市 

山形市，酒田市，鶴岡市 

福島市 

新潟市 

Ｂ 

 

（ニ） 所在地区分４ 

所  在  地 豪雪地域区分 

各建設事務所 

（各港湾） 

各土木事務所 

宮城県（下記所在地を除く市） 

福島県（下記所在地を除く市） 
Ａ 

青森県全市 

岩手県全市 

宮城県（栗原市，大崎市，白石市） 

秋田県全市 

山形県全市 

福島県（福島市，喜多方市，会津若松市） 

Ｂ 

 

注）１．豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項の規定により指定された地域をＢ地区，その他の地域

（標準地域）をＡ地区と記載する。 

２．建設機械の所在地区分番号については，建設機械等損料算定表を参照のこと。 
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２）施工地区の豪雪地域補正 

豪雪地域補正の適用の考え方は以下のとおりとする。 

① 輸送の基地がＡ地区である場合は，Ａ地区の損料を採用する。 

② 輸送の基地がＢ地区で，Ａ地区において稼働する場合はＡ地区の損料を採用する。 

なお，除雪作業に使用する機械やトンネル工事で使用する機械のように積雪によって機械の稼働率

の低下をもたらさない場合等は，豪雪地域補正は行わない。 

３）運搬費積上対象機械 

運搬費の積上計上を要する機械は土木工事標準積算基準によることを原則とする。 

４）ＰＣ橋架設器材 

須賀川市，安達郡大玉村，宮城県亘理町

※架設工法により使用する架設器材が異なることから，事前に架設器材の有無を確認すること。 

５）鋼橋架設器材 

福島市，郡山市

※架設工法により使用する架設器材が異なることから，事前に架設器材の有無を確認すること。 

６）ダンプトラック及びトラック（ライトバン含む。）の運搬費は計上しないものとする。 

７）特殊な場合は別途考慮する。 

８）工事用機械の現場内移動に要する費用 

（イ）自動車専用道路上の作業を行うために，３ｔ以上の建設機械を作業基地（インター等）から現

場に貨物自動車で運搬移動に要する費用を算出するものをいう。なお，運搬される建設機械の供

用日当り損料は計上しないものとする。 

（ロ）運搬距離の算出は作業基地（インター等）から現場までの距離のうちＵターンすることにより

　　増加する距離とし，下記のとおりとする。 

注）機械の所在地から現場までの運搬費は，共通仮設費の率に計上されているため，別途計上し

ないものとする。 

（例） 

３６ｋｍ 

現場 

作業基地 ○ ●

（インター等） 

１０ｋｍ 

片道距離（ｋｍ）
３６＋１０−（１０×２） 

＝１３．０ｋｍ
２ 

４－①－１－Ⅶ ③ 8 
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（２）仮設材等の所在地 

仮設材等の所在地は，以下を標準とする。ただし，特別な理由がある場合は，この限りでない。 

１）仮設材等の所在地 

（イ） 所在地区分１ 

所  在  地 資 材 名 称 

東  京 仮設材（鋼矢板５Ｌ型） 

 

（ロ） 所在地区分２ 

所  在  地 資 材 名 称 

仙台市，新潟市 仮設材（鋼矢板２型） 

 

（ハ） 所在地区分３ 

所  在  地 資 材 名 称 

青森市，八戸市 

盛岡市 

仙台市 

秋田市 

山形市，酒田市，鶴岡市 

福島市，郡山市，いわき市 

新潟市 

仮設材（鋼矢板（２型，５Ｌ型を除く。）Ｈ形鋼，覆工板）

 

（ニ） 所在地区分４ 

所  在  地 資 材 名 称 

各建設事務所 

（各港湾） 

各土木事務所 

敷鉄板 

 

 

（３）敷鉄板の費用について 

１）共通仮設費率に含まれるもの 

橋梁架設や地盤処理を目的としたベントやクレーン等の安定のために敷設するもの等，工事現場に

おいて一般的なものは共通仮設費率に含まれる。 

２）積上げ計上するもの 

工事用道路（軟弱地盤等で工事車両が通行するため）に敷設する敷鉄板は，敷鉄板設置撤去工（土

木工事標準積算基準〔Ⅰ〕Ⅱ-５-⑱-１）を別途積上げ計上するとともに，運搬費，賃料についても積

上げ計上するものとする。 
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　工事用道路（軟弱地盤等で工事車両が通行するため）に敷設する敷鉄板は，直接工事費に敷鉄板設置・

撤去工（土工事標準積算基準〔Ⅰ〕Ⅱ-５−⑯-１）を，共通仮設費に運搬費を積上げ計上するものとする。



③  192③  192 Ⅶ−1−①−6

 

 

 

（４）車扱運賃料金表（距離制運賃）・・・（注）運搬費等率適用可能な機械には，適用しない。 

車扱運賃料金の適用は次表（距離制運賃料金）によるものとし，運搬距離は運搬基地より現地までの

距離とする。発地・着地で運輸局が異なる場合は，発注機関の存在する運輸局を適用する。 

 

東北運輸局管内（青森県・岩手県・宮城県・福島県） 

車 種 別 

 

キ ロ 程 

１トン車

 

以 下

２トン車

 

以 下

３トン車

 

以 下

４トン車

 

以 下

５トン車 

 

以 下 

６トン車

 

以 下

10km まで 

20  〃 

30  〃 

40  〃 

50  〃 

5,030 

8,420 

9,910 

11,160 

12,480 

7,240 

9,390 

11,030 

12,640 

14,280 

8,600 

10,460 

12,160 

13,850 

15,540 

9,430 

11,570 

13,420 

15,280 

17,110 

10,400 

12,620 

14,630 

16,810 

18,930 

11,250 

13,640 

15,850 

18,260 

20,650 

60  〃 

70  〃 

80  〃 

90  〃 

100  〃 

14,040 

15,600 

17,350 

18,840 

20,340 

15,910 

17,520 

19,150 

20,740 

22,370 

17,230 

18,920 

20,620 

22,300 

24,000 

18,990 

20,840 

22,700 

24,530 

26,380 

20,790 

22,610 

24,470 

26,440 

28,420 

22,530 

24,450 

26,340 

28,380 

30,460 

110  〃 

120  〃 

130  〃 

140  〃 

150  〃 

21,230 

22,170 

23,090 

24,000 

24,930 

23,360 

24,330 

25,310 

26,260 

27,250 

25,060 

26,100 

27,140 

28,180 

29,220 

27,350 

28,880 

30,090 

31,320 

32,540 

29,830 

31,240 

32,720 

34,150 

35,440 

32,150 

33,840 

35,520 

37,230 

38,920 

160  〃 

170  〃 

180  〃 

190  〃 

200  〃 

25,830 

26,730 

27,650 

28,560 

29,470 

28,220 

29,180 

30,160 

31,130 

32,100 

30,260 

31,310 

32,350 

33,390 

34,440 

33,770 

35,000 

36,220 

37,450 

38,680 

36,830 

38,240 

39,630 

41,040 

42,430 

40,600 

42,290 

43,970 

45,660 

47,350 

201km 以上 500km まで

20km を増すごとに 
1,590 1,700 1,840 2,040 2,220 2,560 

501km 以上 50km を増

すごとに 
3,970 4,240 4,580 5,090 5,560 6,380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅶ－１－①－６                   ③ 10 



③  193③  193 Ⅶ−1−①−7

 

 

 

 

 

 

東北運輸局管内 

（単位：円） 

８ ト ン 車 

 

以 下 

10 トン車

 

以 下

12 トン車 

 

以 下 

14 トン車

 

以 下

16 トン車

 

以 下

18 トン車

 

以 下

20 トン車 

 

以 下 

以上２トンを

増す車種以下

ご と に

15,210 

15,210 

17,720 

20,420 

23,140 

17,250 

17,250 

20,150 

23,320 

26,340 

18,500 

18,500 

21,410 

24,320 

27,220 

20,510 

20,510 

23,850 

27,170 

30,530 

22,520 

22,520 

26,290 

30,020 

33,840 

24,530 

24,530 

28,730 

32,870 

37,150 

26,540 

26,540 

31,170 

35,720 

40,460 

2,010 

2,010 

2,440 

2,850 

3,310 

25,180 

27,160 

29,180 

31,280 

33,580 

28,600 

30,770 

32,950 

35,080 

37,610 

30,150 

33,080 

36,040 

38,950 

41,780 

33,590 

36,670 

39,730 

42,790 

45,750 

37,030 

40,260 

43,420 

46,630 

49,720 

40,470 

43,850 

47,110 

50,470 

53,690 

43,910 

47,440 

50,800 

54,310 

57,660 

3,440 

3,590 

3,690 

3,840 

3,970 

35,480 

37,380 

39,300 

41,200 

43,100 

39,750 

41,890 

44,030 

46,150 

48,310 

43,750 

45,630 

47,540 

49,440 

51,330 

48,020 

50,150 

52,330 

54,480 

56,640 

52,290 

54,670 

57,120 

59,520 

61,950 

56,560 

59,190 

61,910 

64,560 

67,260 

60,830 

63,710 

66,700 

69,600 

72,570 

4,270 

4,520 

4,790 

5,040 

5,310 

45,000 

46,900 

48,820 

50,720 

52,620 

50,420 

52,570 

54,710 

56,850 

58,990 

53,230 

55,140 

57,040 

58,950 

60,840 

58,800 

60,960 

63,160 

65,280 

67,430 

64,370 

66,780 

69,280 

71,610 

74,020 

69,940 

72,600 

75,400 

77,940 

80,610 

75,510 

78,420 

81,520 

84,270 

87,200 

5,570 

5,820 

6,120 

6,330 

6,590 

2,840 3,180 3,290 3,690 4,090 4,490 4,890 400 

7,110 7,920 8,190 9,190 10,190 11,190 12,190 1,000 
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（５）地区割増料・・・（注）運搬費等率適用可能な機械には，適用しない。 

地区割増料の適用は，次表（地区割増料）によるものとする。 

 

地 区 割 増 料               （単位：円） 

車種別 

 

地区 

1 ﾄﾝ

車ま

で 

2 ﾄﾝ

車ま

で 

3 ﾄﾝ

車ま

で 

4 ﾄﾝ

車ま

で 

5 ﾄﾝ

車ま

で 

6 ﾄﾝ

車ま

で 

8 ﾄﾝ

車ま

で 

10ﾄﾝ

車ま

で 

12ﾄﾝ

車ま

で 

14ﾄﾝ

車ま

で 

16ﾄﾝ

車ま

で 

18ﾄﾝ

車ま

で 

20ﾄﾝ

車ま

で 

20 ﾄﾝ車

をこえ

2 ﾄﾝを

増す車

種まで

ごとに

東京都特別区 

大阪市 
830 930 930 990 1,090 1,180 1,270 1,380 1,460 1,600 1,750 1,890 2,040 140 

札幌市 

仙台市 

千葉市 

船橋市 

川崎市 

横浜市 

相模原市 

浜松市 

名古屋市 

京都市 

東大阪市 

堺市 

尼崎市 

神戸市 

岡山市 

広島市 

北九州市 

福岡市 

熊本市 

鹿児島市 

540 540 540 650 650 740 830 830 930 1,040 1,140 1,250 1,350 100 
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（注）上記の地区以外の地区でも，住民基本台帳に基づく人口が50万人以上の都市は地区割増料金の該当地

区となる。

 

 

 

（５）地区割増料・・・（注）運搬費等率適用可能な機械には，適用しない。 

地区割増料の適用は，次表（地区割増料）によるものとする。 

 

地 区 割 増 料               （単位：円） 

車種別 

 

地区 

1 ﾄﾝ

車ま

で 

2 ﾄﾝ

車ま

で 

3 ﾄﾝ

車ま

で 

4 ﾄﾝ

車ま

で 

5 ﾄﾝ

車ま

で 

6 ﾄﾝ

車ま

で 

8 ﾄﾝ

車ま

で 

10ﾄﾝ

車ま

で 

12ﾄﾝ

車ま

で 

14ﾄﾝ

車ま

で 

16ﾄﾝ

車ま

で 

18ﾄﾝ

車ま

で 

20ﾄﾝ

車ま

で 

20 ﾄﾝ車

をこえ

2 ﾄﾝを

増す車

種まで

ごとに

東京都特別区 

大阪市 
830 930 930 990 1,090 1,180 1,270 1,380 1,460 1,600 1,750 1,890 2,040 140 

札幌市 

仙台市 

千葉市 

船橋市 

川崎市 

横浜市 

相模原市 

浜松市 

名古屋市 

京都市 

東大阪市 

堺市 

尼崎市 

神戸市 

岡山市 

広島市 

北九州市 

福岡市 

熊本市 

鹿児島市 

540 540 540 650 650 740 830 830 930 1,040 1,140 1,250 1,350 100 
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１－２ 準備費 

（１）運搬（伐開，除根，除草） 

１）適用範囲 

本歩掛は，河川堤防，高水敷又は中州等に繁茂している樹木の伐木又は伐竹を行う伐木除根工（土

木工事標準積算基準〔Ⅰ〕Ⅲ－２－④－１）を除く伐開，除根，除草等に伴い発生する刈払材，樹根

を，ダンプトラック 10積級により運搬する作業に適用する。 

 

２）施工概要 

施工フローは，次図を標準とする。 

 

 
運 

 

搬 

 
荷

 

卸

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

 

 

３）施工歩掛 

施工歩掛は，次表を標準とする。 

表３．１ 100空ｍ3当り運搬日数 

ＤＩＤ区間：無し 

運搬距離（km） 運搬日数（日／100 空 m3） 運搬距離（km） 運搬日数（日／100 空 m3） 

1.0以下 0.8 9.0以下 1.7 

1.5以下 0.9 13.5以下 2.1 

3.0以下 1.0 21.0以下 2.8 

4.5以下 1.2 36.5以下 4.1 

6.5以下 1.4 50.0以下 8.3 

（注）１．運搬距離は片道であり，往路と復路が異なる場合は，平均値とする。 

２．自動車専用道路を利用する場合には，別途考慮する。 

３．ＤＩＤ（人口集中地区）は，総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によ

るものとする。 

４．運搬距離が 50.0km を超える場合は，別途考慮する。 

５．ＤＩＤ区間：無しとは，ＤＩＤ区間が存在する経路を昼間運搬する場合以外に運搬する場合を

いう。 

６．刈払材，樹根の対象積載量（空ｍ3）はダンプトラック積載時の体積とする。 

７．刈払材，樹根の処分費は別途計上する。 

 

４）単価表 

（イ）ダンプトラック運搬 100空ｍ3当り単価表 
 

名  称 規  格 単位 数 量 摘   要 

ダンプトラック運転 10ｔ積級 日 Ｄ 表３．１ 

計     

 

（２）機械運転単価表 

機 械 名 規   格 適用単価表 指 定 事 項 

ダンプトラック 10ｔ積級 機－２２ 

運転労務数量→1.00 

燃料消費量→67 

機械損料数量→1.29 

 

（出典：農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）） 

 

 ９－①－１－Ⅶ 31 ③

コード番号 Ｓ２６３０

積

込

コード番号 Ｓ 2 6 3 0
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② 産業廃棄物処分に係る留意事項 

 

１ 伐根物等の処理について 

伐根物は地面に埋もれており詳細な当初数量が把握できない場合が多いことから，設計当初では想定で積算

し，処分後に実数量に変更すること。また，中間処理費を計上する際，再資源化以外は産業廃棄物税の対象と

なるので，計上漏れのないようにすること。 

 

２ 残差率（標準減量化率）について 

産業廃棄物税相当額の算定に用いる残差率は，下表を標準とする。 

（出典：（社）福島県産業廃棄物協会） 

処 分 方 法 

種 類 
焼 却 

固化・天

日乾燥 
破 砕 脱 水 中 和 備 考

有機性汚泥 0.10 ― ― ― ―  

無機性汚泥 ― 0.95 ― 0.75 ―  

廃油（汚泥を含むもの） 0.20 ― ― ― ―  

廃酸（固形不純物を含むもの） 0.20 ― ― ― 0.30  

廃アルカリ（固形不純物を含むもの） 0.20 ― ― ― 0.30  

廃プラスチック類 0.25 ― 1.00 ― ―  

紙くず 0.10 ― 1.00 ― ―  

木くず 0.10 ― 1.00 ― ―  

繊維くず 0.10 ― 1.00 ― ―  

動植物性残渣 0.10 ― ― ― ―  

がれき類 1.00 ― 1.00 ― ―  

感染性廃棄物 0.25 ― ― ― ―  

ガラス・陶磁器くず 1.00 ― 1.00 ― ―  

石膏ボード 1.00 ― 1.00 ― ―  

金属くず 1.00 ― 1.00 ― ―  

ＦＥＰ 0.80 ― 1.00 ― ―  

（注）１．この減量化率は，「標準」であり，性状によっては個別対応となること。 

２．この表にない混合物等は，個別に対応となる。 

 

３ スクラップ処理について 

鋼材・ステンレス等のスクラップ処理については，当初設計においては売却の可否を想定で判断し計上する

こととし，直近の処理事業者までの運搬費を計上すること。 

発注後に当該物の状況から売却出来ない場合は，発注者と受注者の協議のうえ，産業廃棄物としての処理料

及び運搬費を計上すること。 
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ＦＲＰ

　　　　（福島県産業廃棄物課 HP より）

減量化率は、下表を基準とする。

標準減量化率について
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③ 随意契約方式により工事を発注する場合の調整について 

 

随意契約方式により工事を発注する場合の調整については，土木工事標準積算基準第Ⅰ編「総則」第４章「①

随意契約方式等により工事を発注する場合の共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等の調整について」によ

り行うが，下記運用に留意して調整するものとする。 

（１）調整の対象とする工事は，『現工事の施工業者と随意契約方式により発注する工事』であるが，ダム，ト

ンネル等の一体構造物（一体の構造物として完成後機能を発揮するものに限る。）の構築等を目的として，

分割して発注する工事の場合は，現工事としての全ての工事を対象に調整を行うものとする。 

（２）基準の異なる工事（過年度発注工事）と随意契約を行う場合の共通仮設費，現場管理費，一般管理費等

の率計算部分の積算については，現工事を含め，合計工事に対応する新基準の率により調整積算を行うも

のとする。 

（３）随意契約調整積算を行う工事において，率以外の積上げ積算によるものは，実態に合わせて調整積算を

行うものとする。 

（４）他官庁の工事との調整積算は行わない。 

（５）共同企業体（ＪＶ）とその共同企業体（ＪＶ）の一構成員との調整積算は行わない。 

（６）積算体系が異なる場合は，原則として調整積算は行わない。（仮設物が共用できる場合は，その部分のみ

調整する。） 

 

 

 

 

 

ＹＥＳ                      ＮＯ 

 

 

 

 

 

同種                  異種 

 

 

 

 

同一                      異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 土木工事標準積算基準第Ⅰ編第４章「①随意契約方式等により工事を発注する場合の共通仮設費，現場管

理費及び一般管理費等の調整について」の表（福島県建設工事等請負有資格業者名簿による種別による工事

種別）参照 
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随意契約方式に 

より発注する工事か

スタート

積算体系が同一か 

（一般管理費等が同じ）

「共通仮設費」， 

「現場管理費」， 

「一般管理費等」 

を調整する 

工事種別（※）は

同じか 

「一般管理費等」

を調整する 

調整しない



③  198③  198 Ⅶ−1−④−1

 

④ 時間的制約を受ける公共土木工事の積算要領の運用 

 

本要領は工事現場において時間的制約を受けて通常の作業時間（８時間）が確保されない場合に適用される

もので作業時間の低下に伴う労務補正を行うものである。 

１．工事発注前，工事着手後にかかわらず，交通管理者等の関係機関自治体から条件を付された場合または地

元等と協議を行った際は，その記録を根拠資料として整理しておくこと。 

２．本要領は現道工事等において継続的に作業時間の制約を受ける場合に適用されるもので一時的（毎週○曜

日）な制約には適用されない。なお，道路管理関係工事のうち経常維持工事には適用しない。 

 

8     10     12  13     15     17   拘束時間９時間 

標 準 作 業 

 

 

9  10     12  13     15  16      拘束時間７時間 

制  約  例 
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     作業時間８時間 

       作業時間６時間 
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①　機械土工（土砂，岩石工）･････････ Ⅶ- 2 - ① -  1
1 　土工掘削の適用フローチャート（参考）
　  ･･････････････････････････････ Ⅶ- 2 - ① -  1
2 　床掘の適用フローチャート（参考）
　  ･･････････････････････････････ Ⅶ- 2 - ① -  2
� - 1　機械土工（土砂）････････････ Ⅶ- 2 - � -  3

1 　機械床掘･･･････････････････ Ⅶ- 2 - � -  3
� - 2　機械土工（岩石）････････････ Ⅶ- 2 - � -  4

1 　転石破砕･･･････････････････ Ⅶ- 2 - � -  4
2 　岩掘削後の対象量･･･････････ Ⅶ- 2 - ① -  4

②　プレロード盛土･････････････････ Ⅶ- 2 - ② -  1
1 　構造物部のプレロード盛土について
　  ･･････････････････････････････ Ⅶ- 2 - ② -  1
2 　一般部のプレロード盛土について
　  ･･････････････････････････････ Ⅶ- 2 - ② -  2

�　土（岩）の敷均し･････････････････ Ⅶ- 2 - � -  1
�　床掘土を仮置する場合･･･････････ Ⅶ- 2 - � -  1
�　人力土工･･･････････････････････ Ⅶ- 2 - � -  1

1 　畦畔付き土側溝･･･････････････ Ⅶ- 2 - � -  1
⑥　発生土・残土運搬に係る積算の考え方
　　･･･････････････････････････････ Ⅶ- 2 - ⑥ -  1

土
　
　
　
　
工

第 2 章　　土　　　工
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①－１ 機械土工（土砂） 

 

１．機械床掘 

（１）機種選定 

床掘を機械で行う場合の機種選定は，土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章土工による。 

 

（２）積算例 

① オープン掘削             ② 土留式掘削 
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①－２ 機械土工（岩石） 

 

１．転石破砕 

（１）転石処理費の計上 

転石径は，盛土等再利用の場合は 50cm以上，捨土の場合は１ｍ以上を対象とする。 

 

（２）土質の適用 

転石破砕後の土質は，破砕岩を適用するものとし，転石以外は，地山の土質によるものとする。 

 

（３）その他 

（イ）転石の含有率に変更が予想されるため，あらかじめ当初の特記仕様書に区間及び見込み含有量を

明示する必要がある場合は〔実施の結果，大幅な変更が生じた場合は協議することができる〕旨を

附記すること。 

（ロ）転石処理の確認は，概数確認とし，火薬使用量，転石の処理状況写真等を整備しておくこと。 

 

２．岩掘削後の対象量 

ブルドーザ集積用押土及びバックホウ破砕片除去の対象量は，掘削量の１００％とする。 

なお，地形が急峻な坂道などの片切りの場合で発破飛散及び自由落下等で飛散するものを見込む場合には，

運搬対象量及び破砕片除去量は飛散自由落下土量を減じた量を計上しても良い。 

この際，飛散土の処理が必要な場合は，別途計上するものとする。 

※ 飛散土量は，地形，土質により異なるため，各現場で定めること。 
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② プレロード盛土 

軟弱地盤におけるプレロード盛土については，以下のとおりとする。 

 

１．構造物部のプレロード盛土について 

 

 

（１）プレロード盛土（掘削部の積算） 

上記左側の図のように一連の盛土として施工を行う場合は，図面（縦断図など）に掘削線を明記し，

特記仕様書等に締固めが必要ない旨記載する。 

 

（２）構造物施工時の作業区分 

１）掘削・床掘   施工基面から上側：掘削  ，      施工基面から下側：床掘 

２）埋戻し・盛土  施工基面から上側：路体及び路床盛土 ， 施工基面から下側：埋戻し 

 

（３）積算の考え方 

 

プレロード盛土 

再利用の場合 

掘   削 運  搬 敷均しのみの場合 敷均し締固めの場合 

中 硬 岩 

100m3 当り単価 

100×1.25÷1.43 

87m3 の敷均しを計上 

歩掛：土工④-１ 

オープン掘削 100m3

土質：岩塊玉石 

作業区分：地山 

100m3 

土質：土砂 

100m3 当り単価 

土量変化率：1.0 

100m3 敷均し（BD）

歩掛：土工④-１ 

締め固め後の土量 100m3 

土量変化率：100m3×1.0（岩塊玉石）＝100m3 

100m3 敷均し締固め（BD＋TR） 

歩掛：土工④-１ 

軟 岩 Ⅱ 

100m3 当り単価 

100×1.0 

100m3 の敷均しを計上 

歩掛：土工④-２(ルーズ） 

オープン掘削 100m3

土質：レキ質土 

作業区分：地山 

100m3 

土質：土砂 

100m3 当り単価 

土量変化率：1.0 

100m3 敷均し（BD）

歩掛：土工④-１ 

締め固め後の土量 90m3 

土量変化率：100m3×0.9（土砂）＝90m3 

90m3 敷均し締固め（BD＋TR） 

歩掛：土工④-１ 

軟 岩 Ⅰ 

100m3 当り単価 

100×1.0 

100m3 の敷均しを計上 

歩掛：土工④-２（ルーズ） 

オープン掘削 100m3

土質：レキ質土 

作業区分：地山 

100m3 

土質：土砂 

100m3 当り単価 

土量変化率：1.0 

100m3 敷均し（BD）

歩掛：土工④-１ 

締め固め後の土量 90m3 

土量変化率：100m3×0.9（土砂）＝90m3 

90m3 敷均し締固め（BD＋TR） 

歩掛：土工④-１ 

土 砂 

100m3 当り単価 

100×1.0 

100m3 の敷均しを計上 

歩掛：土工④-２（ルーズ） 

オープン掘削 100m3

土質：土砂 

作業区分：地山 

100m3 

土質：土砂 

100m3 当り単価 

土量変化率：1.0 

100m3 敷均し（BD）

歩掛：土工④-１ 

締め固め後の土量 90m3 

土量変化率：100m3×0.9（土砂）＝90m3 

90m3 敷均し締固め（BD＋TR） 

歩掛：土工④-１ 

※ 地山掘削及びプレロード盛土までは掘削地山の土質区分に基づき積算を行い，放置期間が長期間となり，

沈下収束後のプレロード盛土再利用の場合については，地山掘削後の適用土質と判断し積算すること。

再利用の場合の土量は沈下後の現地プレロード盛土形状をもとに算出すること。 
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②-１ 3-4 ②-１ 3-4 ②-１ 3-4

②-１ 3-3 ②-１ 3-4 ②-１ 3-4

②-１ 3-3 ②-１ 3-4 ②-１ 3-4

②-１ 3-3 ②-１ 3-4 ②-１ 3-4
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２．一般部のプレロード盛土について 

 

 

 

沈下収束後の盛土区分に従って積算を行う。 

① 沈下後の舗装部：敷き均しのみ（沈下収束後撤去となる部分），撤去は地山 

② 沈下後の路床部：路床盛土 

③ 沈下後の路体部：路体盛土 

※ 積算上は想定出来ないものを積算するのではなく，あくまで設計値として積算を行うものとする。 
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③ 土（岩）の敷均し 

土（岩）の敷均しのみに関する土量変化率及び適用歩掛は以下のとおりとする。 

分 類 
敷均しのみの 

土量変化率 
適  用  歩  掛 

中 硬 岩 1.43 土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章土工②土工３．３－３  整地

軟 岩 Ⅱ 1.35 土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章土工②土工３．３－３  整地 

軟 岩 Ⅰ 1.23 土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章土工②土工３．３－３  整地 

土 砂 1.0 土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章土工②土工３．３－３  整地 

※ 敷均しのみの土量変化率で中硬岩，軟岩Ⅱ，軟岩Ⅰは（Ｃ＋Ｌ）/２とする。 
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②－１土工３．３－３　整地

②－１土工３．３－３　整地

②－１土工３．３－３　整地

②－１土工３．３－３　整地
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④ 床掘土を仮置する場合 

構造物の床掘において，構造物付近に埋戻し分を仮置きすることが出来ず，別途仮置き場まで運搬し再度埋

戻しに流用する場合の考え方は以下のとおりとする。 

 
地  山 仮置き場 

埋戻し 
床掘 運搬 積込み 運搬 

土 砂 １００ｍ3 １００ｍ3 
１００ｍ3 

（ルーズ） 
１００ｍ3 ９０ｍ3 

軟岩Ⅰ １００ｍ3 
１００ｍ3 

（軟岩） 

１００ｍ3 

（ﾙｰｽﾞ・ﾚｷ質）

１００ｍ3 

（軟岩） 
１１５ｍ3 

軟岩Ⅱ １００ｍ3 
１００ｍ3 

（軟岩） 

１００ｍ3 

（ﾙｰｽﾞ・ﾚｷ質）

１００ｍ3 

（軟岩） 
１２０ｍ3 

中硬岩 １００ｍ3 
１００ｍ3 

（硬岩） 

１００ｍ3 

（ﾙｰｽﾞ・破砕岩）

１００ｍ3 

（硬岩） 

１２５ｍ3 

（岩補正） 

なお，上記については，同一の工事で仮置きが生じた場合の考え方であり，仮置き状態が長時間となってい

る場合は別途考慮する。 
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（１）土側溝の盛土（畦畔部）については，土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章②−１土工表3.1掘削の土砂（現場

規制あり）を計上するものとする。
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⑥ 発生土・残土運搬に係る積算の考え方 

発生土や残土については，特記仕様書に処理場及び運搬距離に関する施工条件を明示することとし，積算の

考え方は以下のとおりとする。 

 

１ 工事発生土は運搬距離５０km の範囲内で他の工事現場へ流用することを原則とするが，他の工事との受入

時期及び土質等の調整が困難である場合に限り，残土処理とすることができる。 

２ 残土処理となる場合，指定する残土処理場の場所と運搬距離を特記仕様書で明示すること。 

３ 残土処理場が特定出来ない場合，運搬距離のみを明示することをやむを得ないものとするが，その場合で

も過去の事例又は近傍の事例等から根拠のある運搬距離を明示すること。 

４ 上記１，２の場所において，発生土流用先又は残土処理場のやむを得ない理由により予定していた数量が

処理できない場合は，運搬先及び運搬距離を変更することができる。 

５ 上記３の場合，受注者は当初明示した運搬距離以内で残土処理場を探すものとし，実際の残土処理場まで

の運搬距離が近くなった場合は実績距離で変更すること。また，残土処理場を探した結果，運搬距離が増え

る場合は，やむを得ない理由と認められる場合に限り変更することができる。 

 

 

 

 

 

運搬距離５０km の範囲内で他の工事現場へ流用することを

原則とする。 

 

 

ＹＥＳ               ＮＯ 
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工事発生土 

流用先調整 

流用先の指定 
残土処理場の

指定 

運搬距離の指定 

（運搬距離の根拠を 

明確にすること） 

流用が可能

残土処理 

指定する処理場

があるか 

発注後に指定先の都合により変更が生じた

場合は設計変更する。 

残土処理場（運搬距離）の協議

（協議書による） 

実際の運搬距離が指定した距離と違う場合は

変更の対象とする。ただし，運搬距離が増え

る場合はやむを得ない理由と認められる場合

に限る。 
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① 芝 付 工 

１．耳芝１００ｍ当り歩掛表 

 コード番号 Ｓ１２２４ 
 

名    称 
形状寸法 

（ｃｍ） 
単位 

数  量 
摘    要 

野芝 人工芝 

芝 幅１４（１５） ㎡(ｍ) １４．０ (１００．０)  

普 通 作 業 員  人 １．８９ １．１８ 植付仕上材料，小運搬共 

土木一般世話役  人 ０．１９ ０．１２  

諸 雑 費  式 １ １ ５０～１４９円 

計      

（注）１．筋芝工，張芝工と同時施工時は，計上しない。 
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コード番号 Ｓ 1 2 2 4
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② コンクリートブロック積工 

１．適用範囲 

本資料は，間知ブロックの積工（勾配１割未満，ブロック重量１５０ｋｇ／個未満）において，市場単価が

適用できない場合（ＪＩＳタイプ以外を使用する場合等）に適用する。 

 

２．施工歩掛 

   

１０㎡当り 

名    称 規   格 単 位 数  量 

土 木 一 般 世 話 役   人 ０．２ 

ブ ロ ッ ク 工  〃 ０．７ 

普 通 作 業 員  〃 １．２ 

トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型１６ｔ吊 日 ０．４ 

諸  雑  費  率 ％ （３） 

（注）１．（ ）の諸経費は，水抜パイプ及び吸出し防止材を設置した場合の費用であり，労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

２．トラッククレーンの運転は，コンクリートブロック，裏込材等の吊り上げ，吊り下げ作業を含む。 

３．トラッククレーンの運転は，賃料とする。なお，現場条件により１６ｔ吊りで施工が不可能な場

合は，別途選定することができる。 

４．運搬距離２０ｍ程度の人力による小運搬を含む。 

５．水抜パイプ及び吸出し防止材設置歩掛は含まれているが，吸出し防止材を全面に設置する場合は，

「第Ⅱ編第２章共通工③コンクリートブロック積（張）工」の吸出し防止材（全面）設置歩掛（Ｓ

１２９４）により別途計上する。 

 

３．環境保全型ブロック（積タイプ）について 

表　胴込コンクリート設計量

（１）標準型の施工歩掛については，

４．胴入コンクリートの設計量について 

　間知ブロック，緑化ブロックにおける胴込コンクリート設計量は，図面（土木工事標準設計図集を含む。）

で指定がない場合は次表を標準とする。

「第Ⅱ編第２章共通工③コンクリートブロック積（張）工」の間知ブロッ

クの積工歩掛を適用する。ただし，諸雑費（水抜パイプ費用等）は計上しない。 

（２）ブロックの前面に吸出し防止材を設置する場合については，「第Ⅱ編第２章共通工⑳吸出し防止材設置工」

の点在する場合の材料の割増率０を適用した吸出し防止材設置歩掛（Ｓ１６４１）により計上する。 

（注）上表より難い場合は，別途考慮する。
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ブ ロ ッ ク 質 量

胴込コンクリート

１５０kg/個未満

２.２㎥/１０㎡

１５０kg/個以上

２.５㎥/１０㎡

（ＳＰＡ４５５）により別途計上する。

において，土木工事標

準単価方式が適用できない場合（ＪＩＳタイプ以外を使用する場合等）に適用する。

３．環境保全型ブロック（積タイプ）について 

（１）標準型の施工歩掛については，「第Ⅱ編第２章共通工③コンクリートブロック積（張）工」のコンクリー

トブロック積を適用する。

（２）ブロックの前面に吸出し防止材を設置する場合については，「第Ⅱ編第２章共通工⑰吸出し防止材設置工」

の点在する場合の吸出し防止材設置（ＳＰＡ８３１）により計上する。 

４．胴込コンクリートの設計量について
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③ アンカー工 

１．足場工の計上 

（１）切土とアンカー工が同時施工となる場合は足場工は計上しない。 

（２）既設構造物及び切土完了後等でアンカー工を施工する場合の足場工は次による。 

① 足場工の計算 

 
 

足場工（空㎥）＝Ａ×（ℓ＋2.25ｍ×２） 

Ａ＝断面積（斜線部） 
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④ 建設汚泥（泥土）改良工 

１．適用範囲 

本資料は，現場で発生する汚泥（泥土）及びシールド工法等において発生する汚泥（泥土）を，現場内で，

バックホウによりペーパースラッジ（ＰＳ）灰等を混合し改良する場合に適用する。 

ただし，１工事の施工量は 10,000㎥程度までとし，それ以外の場合は別途考慮するものとする。 

 

２．施工概要 

施工フローは下記を標準とする。 

 

改 

良 

材 

の 

散 

布 

 

混 

 

 

 

 

合 

 

改 

良 

土 

の 

搬 

出 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみであ

る。 

 

３．施工歩掛 

改良材の散布，バックホウによる混合作業は，次表のとおりとする。 

歩掛の選定にあたっては，「ピット使用」を標準とするが，原位置において混合作業をする場合やピット不使

用でも汚泥の流出がなく混合作業が可能である場合は「ピット不使用」を採用するものとする。 

   

（１００㎥当り） 

名    称 規   格 単位
数  量 

ピット使用 ピット不使用 

 ６．０ ８．０ 人  

 ６．０ ８．０ 人  員業作殊特

 ６．０ ８．０ 人  員業作通普

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．８ ０．６ 

 － ８．０ 日 ㎥03 料損）トッピ（槽水

 ５ ０１ ％  費雑諸

（注）１．諸経費は，バックホウの足場整地，仮設敷鉄板の設置撤去・損料，水槽（ピット）の修繕費，水

槽の据付撤去及びバックホウのバケット改良等の費用であり，労務費及び機械運転経費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

２．対象土量は，地山土量とする。 
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土 木 一 般 世 話 役
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４．日当り施工量 

日当り施工量は，次表を標準とする。 

（１日当り） 

日当り施工量 単位 ピット使用 ピット不使用 

建設汚泥（泥土）改良工 ㎥ １２０ １６０ 

 

 

５．単価表 

（１）建設汚泥（泥土）改良工（バックホウ混合・ピット使用）１００㎥当り単価表 

   
 

名    称 規   格 単位 数量 摘   要 

世 話 役  人 ０．８  

特 殊 作 業 員  人 ０．８  

普 通 作 業 員  人 ０．８  

改 良 材 ＰＳ灰 Kg  必要量 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．８  

水 槽 （ ピ ッ ト ） 損 料 30 ㎥ 日 ０．８  

諸 雑 費  ％ １０  

※ 改良材の価格については，土木・建築関係事業単価表（参考資料）による。 

 

（２）建設汚泥（泥土）改良工（バックホウ混合・ピット不使用）１００㎥当り単価表 

   
 

名    称 規   格 単位 数量 摘   要 

世 話 役  人 ０．６  

特 殊 作 業 員  人 ０．６  

普 通 作 業 員  人 ０．６  

改 良 材 ＰＳ灰 Kg  必要量 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．６  

諸 雑 費  ％ ５  

※ 改良材の価格については，土木・建築関係事業単価表（参考資料）による。 

 

（３）機械運転単価表 

名    称 規   格 適用単価表 指定事項 

バ ッ ク ホ ウ 

（ ク レ ー ン 仕 様 ） 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

機－１８ 運転労務係数 → 1.00 

燃料消費量  → 108 

機械損料数量 → 1.25 
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４．日当り施工量 

日当り施工量は，次表を標準とする。 

（１日当り） 

日当り施工量 単位 ピット使用 ピット不使用 

建設汚泥（泥土）改良工 ㎥ １２０ １６０ 

 

 

５．単価表 

（１）建設汚泥（泥土）改良工（バックホウ混合・ピット使用）１００㎥当り単価表 

   
 

名    称 規   格 単位 数量 摘   要 

世 話 役  人 ０．８  

特 殊 作 業 員  人 ０．８  

普 通 作 業 員  人 ０．８  

改 良 材 ＰＳ灰 Kg  必要量 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．８  

水 槽 （ ピ ッ ト ） 損 料 30 ㎥ 日 ０．８  

諸 雑 費  ％ １０  

※ 改良材の価格については，土木・建築関係事業単価表（参考資料）による。 

 

（２）建設汚泥（泥土）改良工（バックホウ混合・ピット不使用）１００㎥当り単価表 

   
 

名    称 規   格 単位 数量 摘   要 

世 話 役  人 ０．６  

特 殊 作 業 員  人 ０．６  

普 通 作 業 員  人 ０．６  

改 良 材 ＰＳ灰 Kg  必要量 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．６  

諸 雑 費  ％ ５  

※ 改良材の価格については，土木・建築関係事業単価表（参考資料）による。 

 

（３）機械運転単価表 

名    称 規   格 適用単価表 指定事項 

バ ッ ク ホ ウ 

（ ク レ ー ン 仕 様 ） 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

機－１８ 運転労務係数 → 1.00 

燃料消費量  → 108 

機械損料数量 → 1.25 
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４．日当り施工量 

日当り施工量は，次表を標準とする。 

（１日当り） 

日当り施工量 単位 ピット使用 ピット不使用 

建設汚泥（泥土）改良工 ㎥ １２０ １６０ 

 

 

５．単価表 

（１）建設汚泥（泥土）改良工（バックホウ混合・ピット使用）１００㎥当り単価表 

   
 

名    称 規   格 単位 数量 摘   要 

世 話 役  人 ０．８  

特 殊 作 業 員  人 ０．８  

普 通 作 業 員  人 ０．８  

改 良 材 ＰＳ灰 Kg  必要量 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．８  

水 槽 （ ピ ッ ト ） 損 料 30 ㎥ 日 ０．８  

諸 雑 費  ％ １０  

※ 改良材の価格については，土木・建築関係事業単価表（参考資料）による。 

 

（２）建設汚泥（泥土）改良工（バックホウ混合・ピット不使用）１００㎥当り単価表 

   
 

名    称 規   格 単位 数量 摘   要 

世 話 役  人 ０．６  

特 殊 作 業 員  人 ０．６  

普 通 作 業 員  人 ０．６  

改 良 材 ＰＳ灰 Kg  必要量 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

日 ０．６  

諸 雑 費  ％ ５  

※ 改良材の価格については，土木・建築関係事業単価表（参考資料）による。 

 

（３）機械運転単価表 

名    称 規   格 適用単価表 指定事項 

バ ッ ク ホ ウ 

（ ク レ ー ン 仕 様 ） 

クローラ型・排出ガス対策型

クレーン機能付 2.9ｔ吊 

山積 0.8㎥（平積 0.6㎥） 

機－１８ 運転労務係数 → 1.00 

燃料消費量  → 108 

機械損料数量 → 1.25 
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③  218③  218 Ⅶ−3−⑤−1

 

⑤ 現場溶接（すみ肉溶接） 

現場溶接の場合は，下表の換算率を乗じて積算するものとする。 

 

 

 

 

（イ）等辺の場合 

Ｋ＝ 
Ａ 

21.8

 

Ａ＝
1.21Ｓ２ 

２ 

 

サ イ ズ （ Ｓ ） 
サイズ６ m m のすみ肉

溶接に対する換算率（Ｋ）
サ イ ズ （ Ｓ ）

サ イ ズ ６ m m の す み 肉

溶接に対する換算率（Ｋ）

３ 0.3 19 10.1 

４ 0.5 20 11.1 

５ 0.7 21 12.3 

６ 1.0 22 13.5 

７ 1.4 23 14.7 

８ 1.8 24 16.0 

９ 2.3 25 17.4 

10 2.8 26 18.8 

11 3.4 27 20.3 

12 4.0 28 21.8 

13 4.7 29 23.4 

14 5.5 30 25.4 

15 6.3   

16 7.1   

17 8.1   

18 9.0   
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③  219③  219 Ⅶ−3−⑥−1

 

⑥ 裏込材・切込基礎の使用材料について 

裏込材，切込基礎には原則としてＲＣ－４０を使用することとする。施工地区においてＲＣ－４０が供給で

きない場合でも，運搬距離４０㎞以内に供給可能な再生資源化施設があれば，これを使用すること。その場合

の設計単価は以下のとおりとする。 

（１）ＲＣ－４０の単価が設定されていない地区（Ｑ地区 檜枝岐村） 

見積単価とする。（運搬費を含めた現場着価格） 

（２）ＲＣ－４０の単価が設定されている地区 

施工地区の単価とする。 

ただし，施工箇所から４０㎞以内に供給可能な再生資源化施設がない場合は，新材（Ｃ－４０）を使用する

ことが出来るものとする。 
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Ⅶ−1−①− ③  220③  220



Ⅶ−1−①− ③  221③  221

①　杭 打 工･･･････････････････････ Ⅶ- 4 - ① -  1
1 　杭打機種･････････････････････ Ⅶ- 4 - ① -  1

②　場所打杭工（リバースサーキュレーション工）
　･･･････････････････････････････ Ⅶ- 4 - ② -  1
1 　場所打杭工（リバースサーキュレーション工）

　　　･････････････････････････････ Ⅶ- 4 - ② -  1
③　深 礎 工･･･････････････････････ Ⅶ- 4 - ③ -  1

1 　深 礎 工･････････････････････ Ⅶ- 4 - ③ -  1

基
　
礎
　
工
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Ⅶ−1−①− ③  222③  222



③  223③  223 Ⅶ−4−①−1

 

① 杭打工 

 

１．杭打機種 

（１）ディーゼルパイルハンマ及び油圧パイルハンマが同一工事で，選定基準により２機種以上となる場合の

取扱いは，下記による。 

（イ）使用機械は，各杭長毎に機種の選定基準により選定した規格で計上する。 

（ロ）機械の運搬は，工程上で最大規格の機種を計上する。 

（２）中堀工等その他杭打工法についても，同一工事で選定基準により２機種以上となった場合は，（１）（イ）

及び（ロ）と同様の取扱いによるものとする。 
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③  224③  224 Ⅶ−4−②−1

 

② 場所打杭工（リバースサーキュレーション工） 

 

１．場所打杭工（リバースサーキュレーション工） 

〔 参 考 〕 

（１）積算の構成要素は次のとおりである。 
   

排 水 設 備
 

排 水 溝    
     
  

作 業 準 備 導 水 設 備
 

導 水 管   
     
   

循 環 設 備
 

沈 澱 池    
     

基 礎 く い 製 作 
  

給 水 設 備
 

スラッシュタンク   
     
   

廃 液 処 理
 

池・河川を利用    
     
   

移 動 据 付
 

水 道 利 用    
     
   スタンドパイプ

打 込 引 抜 き

 
バ キ ュ ー ム 車    

     
    

そ の 他   
掘 削 準 備

 
     
     
   

掘 削
  

     
     
  

本 作 業 鉄 筋 建 込
  

    
     
   

ト レ ミ ー 建 込
  

     
     
   

水 替
  

     
     
  

土 砂 運 搬 コンクリート打設
  

    
     
  

鉄 筋 か ご 製 作 鉄 筋 加 工 組 立
  

    
     
   

掘 削 機
  

     
     
   

クローラクレーン
  

     
     
   

バ ッ ク ホ ウ
  

     
     
  

機 械 損 料 潜 水 ポ ン プ
  

    
     
   

電 気 溶 接 機
  

     
     
   油圧式鋼管圧入

引 抜 機

  
     
     
     
  

器 具 損 料 ハ ン マ ク ラ ブ
  

    
     
   

コ ン ク リ ー ト
  

     
     
  

材 料 費 鉄 筋
  

    
     
  

杭 頭 処 理 消 耗 品
  

    
     
  

廃 棄 物 処 理
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③  225③  225 Ⅶ−4−③−1

 

③ 深 礎 工 

 

１．深礎工 

（１）深礎工は下記要領により積算する。 

 
（注）１．土留掘削長（ℓ）は土留材の単位長を考慮のうえ決定するものとする。 

２．ライナープレートは杭長全長分設置（撤去しない埋設）し，深礎掘削長は基礎砕石下面（床堀面）か

らの長さとする。 
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③  226③  226 Ⅶ−4−③−2

 

 

（２）裏込め注入 

（イ）土留材を掘削全長にわたって撤去しない埋設とした場合には，土留材と地山との間に生じる空隙を埋

めるために，モルタル等で裏込め注入を行わなければならない。このためコンクリー卜打込み前にあら

かじめ内径５０mm以上のパイプを下図のように設置し，コンクリート打設後にこのパイプから低圧（２

㎏／cm２程度）の注入を行う。さらに注入がよく行われたことを確認するために別の検査用パイプを建

て込むものとする。 

なお，地盤状況や掘削時の状況によって注入パイプの本数および注入口の配置を決めるものとする。 
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Ⅶ−1−①− ③  227③  227

①　コンクリート工･････････････････ Ⅶ- 5 - ① -  1
1 　コンクリート構造物の分類･････ Ⅶ- 5 - ① -  1
2 　打設工法の選定･･･････････････ Ⅶ- 5 - ① -  1
3 　圧送管組立撤去費（施工パッケージ以外に適用
　  する。）････････････････････････ Ⅶ- 5 - ① -  2

②　型 枠 工･･･････････････････････ Ⅶ- 5 - ② -  1
1 　型枠工の適用（構造物単位歩掛を除く）
　  ･･････････････････････････････ Ⅶ- 5 - ② -  1
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Ⅶ−1−①− ③  228③  228



③  229③  229 Ⅶ−5−①−1

① コンクリート工 

１．コンクリート構造物の分類 

土木工事標準積算基準第Ⅱ編第４章①コンクリート工によるほか，次により分類する。 

① 海岸堤防，プレキャスト法枠（中詰コンクリート）・・・・・・・無筋構造物 

②　現場打ち法枠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小型構造物 

２．打設工法の選定 

（１）打設地上高の定義 

打設地上高とは切土部では改良計画高とし，搬入路等から直接投入できる場所は搬入路の路面高とする。

また盛土部ではコンクリート運搬車が進入できる地盤線とする。 

（２）打設工法の選定（構造物単位歩掛を除く） 

「土木工事標準積算基準第Ⅱ編第２章⑤場所打擁壁工（１）（２），③函渠工（１）（２），第Ⅳ編第４章

①共同溝工（１）（２），第７章⑳橋台・橋脚工（１）（２）」を除くコンクリート打設工法の選定は下記に

よる。 

（イ）無筋・鉄筋構造物 

日打設１０㎥／日以上かつ打設地上高Ｈ＞２ｍの場合はコンクリートポンプ車打設とする。 

また，Ｈ≦２ｍで日打設量１０㎥以上の場合はコンクリートポンプ車打設とする。 

もたれ擁壁の例                   小型重力式擁壁の例 

日打設量１０㎥以上 

の場合はコンクリー 

コンクリートポンプ車             トポンプ車打設 

打設                     日打設量１０㎥未満 

は人力打設 

日打設量１０㎥以上かつＨ＞２ｍの場合は 

コンクリートポンプ車打設 

打設地上高 

（ロ）小型構造物 

打設地上高Ｈ＞２ｍを超える場合はクレーン車打設とし，他は人力打設とする。 

１－①－５－Ⅶ94③

　 「土木工事標準積算基準第Ⅱ編第２章⑤場所打擁壁工（１）（２），㉔函渠工（１）（２），第Ⅳ編第４

章①共同溝工（１）（２），第７章⑲橋台・橋脚工（１）（２）」を除くコンクリート打設工法の選定は「土

木工事標準積算基準第Ⅱ編第４章①コンクリート工　２．コンクリート打設工法の選定」による。
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③  231③  231 Ⅶ−5−②−1

 

② 型 枠 工 

 

１．型枠工の適用（構造物単位歩掛を除く） 

「土木工事標準積算基準第Ⅱ編第２章⑤－１場所打擁壁工（１），㉘－１函渠工（１），第Ⅳ編第４章①共同

溝工（１）（２）第７章⑳－１橋台・橋脚工（１）」を除く型枠工の適用基準は，次表による。 

種   類 適           用 

鉄 筋 構 造 物 

・鉄筋構造の擁壁，橋台，橋脚 

・ポンプ場下部工 

・半径Ｒ＝５ｍを超える構造物の円形部 

・水路 

・ボックスカルバート 

・水門，樋門，樋管 

・橋の地覆 

・その他鉄筋量の多い構造物等 

無 筋 構 造 物 

・重力及びもたれ式擁壁等 

・マッシブな基礎 

・比較的単純な鉄筋を有する半重力式擁壁及び橋台等 

・海岸堤防 

円 形 ・半径Ｒ＝５ｍ以下の構造物の円形部 

小 型 

構 造 物 

・水路及び側溝等の断面積が小さく連続している構造物 

・法留 

・側溝及び集水桝の蓋 

・集水桝等のように比較的コンクリート量の少ない形状の複雑な構造物 

・防護柵等の基礎で少量（１㎥程度以下）のコンクリートが点在している構造物

・管渠に接続する呑吐口の型枠 

均 し 型 枠 

・均しコンクリート 

・境界ブロック等の基礎型枠 

・縁石を用いた現場打Ｌ型側溝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 51 Ⅶ－５－②－１ 

　 「土木工事標準積算基準第Ⅱ編第２章⑤−１場所打擁壁工（１），㉔−１函渠工（１），第Ⅳ編第４章①共同

溝工（１）（２）第７章⑲−１橋台・橋脚工（１）」を除く型枠工の適用基準は，次表による。 



Ⅶ−1−①− ③  232③  232



Ⅶ−1−①− ③  233③  233

①　仮 設 工･･･････････････････････ Ⅶ- 6 - ① -  1
1 　仮設備材料損料率･････････････ Ⅶ- 6 - ① -  1
2 　仮設物（土留，仮締切，仮橋等）年度を超えて
　  存置する場合等の取り扱い･････ Ⅶ- 6 - ① -  2
3 　賃料計上限度額･･･････････････ Ⅶ- 6 - ① -  2
4 　運搬路等の補修･･･････････････ Ⅶ- 6 - ① -  3
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① 仮 設 工 

１．仮設備材料損料率 

（１）線路布設設備材料損料率 

（１現場当り） 

種 別 
損 料 率 （％） 

摘    要 
丸  太 ペ ー ジ モールスパイキ 

線 路 布 設 
栗 20 

松 40 
20 20  

 

（２）給水・給気設備 

（１現場当り） 

種 別 
損 料 率 （％） 

摘    要 
ゴムホース 鋼管，ガス管 ビニールパイプ 

給 水 設 備 60 20～30 50  

給 気 設 備 30 10   

 

（３）仮排水路として利用する管材の取り扱いについて 

（イ）指定仮設において，管材（高密度ポリエチレン管，コルゲートパイプ，ヒューム管等）を使用する場

合の計上価格は，全損とする。なお，完成後に再使用可能なものについては，現場発生品として処理

すること。 

（ロ）任意仮設においては，高密度ポリエチレン管（無孔管）で設計計上することを原則とする。 

計上方法については，下記による。 

１）高密度ポリエチレン管の使用回数における損率は下表のとおり。 

１現場当たり使用回数 損  率 摘  要 

１回使用の場合  ５０％  

２回以上使用の場合 １００％ 
１回目の据付にお

いて計上する 

※ 高密度ポリエチレン管の単価は，「土木事業単価表」による。 

 

２）高密度ポリエチレン管（無孔管）の据付歩掛は下表のとおり。 

（１００ｍ当たり） 

管径（mm） ６００～１，０００ 

世 話 役 ０．５人 

普 通 作 業 員 １．５人 

（注）１．歩掛は運搬距離１００ｍ程度までの小運搬を含む据付作業であり，床掘，埋戻等は含まな

い。 

２．撤去歩掛は据付歩掛の５０％とする。 

 

３）仮設排水管（高密度ポリエチレン管）１００ｍ当たり据付単価表 

 コード番号 Ｓ５４００ 
 

名    称 規  格 単位 数  量 摘    要 

世 話 役  人 ０．５  

普 通 作 業 員  人 １．５  

高密度ポリエチレン管 管 径 ｍ １００ 管径 600～1,000mm 

諸 雑 費  式 １ ５０～１４９円 
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土木一般世話役

土 木 一 般 世 話 役
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２．仮設物（土留，仮締切，仮橋等）年度を超えて存置する場合等の取り扱い 

当該工事以外にも使用する等のために設置した仮設物で，当該工事完了後も存置させる場合の取扱いは次に

よることを標準とする。 

（１）仮設物の損料及び賃料（以下「損料等」という。）は，年度を通算した存置期間を考慮し，下記により算

定するものとする。 

 ）品製既（橋仮 橋  仮 切締仮，留土 

賃 料 単 価

（ リ ー ス 料 金 ）
土木事業単価表 物価資料 物価資料 

１現場当たり修理費

及 び 損 耗 費

建設用仮設材賃料積

算基準 

建設用仮設材賃料積

算基準 
物価資料 

 

（２）設置した当該工事に計上する損料等は，当該工事の工期内に係わる損料等のみとし，１現場当たり修理

費及び損耗費は撤去時に計上するものとする。 

（３）当該工事完了後の当該年度内及び次年度（４月１日以降）分の損料等については，それぞれ別途に当該

仮設物を設置した受注者と契約することを原則とする。 

この場合の積算は，損料等を工事原価として一般管理費等を計上するものとする。 

（４）次年度の損料は，その年度の単価による。賃料（リース料）は，当初契約時点の単価とする。また，工

事が延長された場合であっても延長日数の賃料（リース料）は，契約時の単価によることとする。 

（５）上記（３）による損料等の契約をした仮設物において，撤去時に不足分弁償金が発生した場合は，撤去

工を含む本工事に不足分弁償金を計上することとし，諸経費は一般管理費等のみを対象とする。 

（６）上記（３）に基づいて別途に契約する場合に，保安費，１現場当り修理費及び損耗費，撤去費等を含め

て契約しようとする場合は，その積算，契約の方法等について担当課に打ち合わせするものとする。 

 

上記の取扱いをする仮設物は，指定仮設であることを前提とする。 

 

３．賃料計上限度額 

仮設材の賃料計上限度額（１現場当たり修理費及び損耗費又は１現場当たり整備費を含む。）は当該仮設材に

おいて受注者が入手可能な購入価格の９０％を上限とする。 

建設用仮設材賃料積算基準の運用について（平成７．３．２９建設省経機発第４６号 最終改正平成１８．３．

２７国総施第１９６号） 

 

受注者が入手可能な購入価格とは市中価格（物価資料掲載新品価格）をいう。また，受注者が入手可能な

購入価格の９０％を中古品価格とする。つまり，仮設材のリース期間が賃料の上限を超えて長くなる場合は，

中古品を購入した方が経済的であるため，受注者が入手可能な購入価格の９０％を上限としている。 
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４．運搬路等の補修 

（１）適用範囲 

工場現場内，堤防上，一般の道路及び工事専用道路を補修する必要がある場合に適用する。 

（２）補修材料 

再生クラッシャーラン（特別事情ある場合は切込砂利）とし，その最大粒径は 40～80mm程度のものを標

準とする。 

ただし，市町村道以上の道路については，事情に応じて 25mm程度のものを使用してもよい。 

（３）補修材料の数量 

幅×厚さ×延長＝設計数量 

※ 現場内の幅は 3.5ｍを標準とする。（現場内に設ける運搬路は全幅 4.0ｍ，砂利敷幅は 3.5ｍを標準

とし，縦断勾配，曲線半径等現場条件を考慮の上決定するとともに，待避所設置も併せ考慮する。） 

※ 厚さは，工期，施工時期，現場の状況を充分調査し，勘案のうえ決定すること。 

（４）補修費について 

（イ）農道又は堤防等で一度に 10cm以上の砂利を布設する場合は造成とみなし別途に計上するものとする。

（ロ）公道の使用期間及び補修時期等については，事前に管理者と打合せし，文書確認を行っておくこと。 

（５）契約上の取扱い 

（イ）市町村道以上の道路については，補修区分並びに仕様について特記仕様書に明示すると共に，補充材

料の数量も記載すること。 

（ロ）工事現場内の道路等で，一般の交通に供しない場合は，原則として一式計上とする。 

但し，河川敷等で不可抗力（出水，軟弱地盤の沈下など）と解される事由により一式契約が不適当と

思われる場合は㎥によること。 

（ハ）一式契約のものは設計変更の対象としないことを原則とする。 
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② 矢板工 

 

１．矢板及びＨ鋼杭打込み引抜き機械 

（１）バイブロハンマが同一工事で，選定基準により２機種以上となる場合の取扱いは，下記による。 

（イ）使用機械は，型式，打込み長及びＮ直毎に機種の選定基準により選定した規格で計上する。 

（ロ）機械の運搬は，工程上で最大規格の機種を計上する。 

（ハ）機械の運搬台数は，打込み引抜きが連続作業の場合は１台とし，それ以外は，原則として打込み，引

抜き各々計上する。 

 

２．鋼矢板二重締切の中詰土 

（１）「中詰砂」を水締する場合の歩掛は下記による。 

Ｑ＝Ｖ×ｇ×５（㎥／hr） 

Ｑ：１時間当り必要水量（㎥／hr） 

Ｖ：  〃  中詰砂投入量（㎥／hr） 

ｇ：中詰砂の単位質量（ｔ／㎥） 

（イ）ポンプ口径及び必要台数がＱにより決定する。 

（ロ）ポンプの選定は積算基準（締切排水工）によるものとし日運転時間は「中詰砂」の投入作業時間と同

一とする。 

（ハ）運転労務は特殊作業員とし，ポンプの運転，吐出口の管理，移動を行い，締切１ヶ所当り１人／日（中

詰作業日）を計上する。 

（２）水締しない場合の中詰工については下記による。（締切巾５ｍ以上） 

（イ）締固めしない土砂の土性（単重，安息角など）で仮締切を設計する。 

（ロ）積算については下記を参考とする。 

 

ブルドーザー敷均し 

敷均し対象土量＝Ａ部の全土量 

 

振動ローラ締固め 

 

ブルドーザー敷均し 

敷均し対象土量＝Ｂ部の５０％ 

 

 

（注）中詰土（Ｂ部）の土量変化率は 1.0 とする。 

 

（３）１．「中詰砂」及び土砂投入機種選定は下図による。（締切巾５ｍ以上） 

２．ブルドーザーの規格は土木工事標準積算基準による。 

 

ダンプトラック搬入，ブルドーザー敷均し 
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３．仮締切用タイロッド及びタイロープ等 

（１）単年度で使用する場合 

Ａ＝Ｂ－（１組当り質量（kg）×スクラップ単価（円／kg）） 

Ａ：１組当り設計計上単価（円） 

Ｂ：タイロッド及びタイロープ等の１組当りの単価（見積価格） 

 

（２）２ヶ年以上に亘り使用する場合 

（イ）途中年度の設計計上方法 

Ａ＝Ｂ× 
当年度使用期間（月）

全体使用期間（月）

 

（ロ）最終年度の設計計上方法 

Ａ＝（Ｂ× 
最終年度の使用期間（月）

）－（１組当り質量（kg）×スクラップ単価（円／kg）） 
全 体 使 用 期 間 （ 月 ）

 

（注）転用できる範囲は同一現場で同一規格とする。 

 

（３）Ｂの見積価格及びスクラップ単価は，当該年度の価格とする。 
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｢第Ⅱ編第５章仮設工⑥仮設材設置撤去工 ６.仮設

材賃料に係る修理費及び損耗費等の取扱いについて」

におけるＨ形鋼（山留主部材）によるものとする。

令和3年4月1日一部改正
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④ 広幅鋼矢板の引抜き 

④－１ バイブロハンマ工（広幅鋼矢板の引抜き，陸上施工） 

 

１．適 用 範 囲 

電動式バイブロハンマ（普通型，高周波型），油圧式可変超高周波型バイブロハンマ（以下「油圧式バイブロ

ハンマ」という。）による広幅鋼矢板の引抜きの陸上施工に適用する。 

 

２．施 工 概 要 

施工フローは，下記のとおりとする。 

 

２－１ 引き抜き 

３．機 種 の 選 定 

３－１ バイブロハンマの規格 

広幅鋼矢板の引抜き作業に使用するバイブロハンマの規格は，Ｎ値に関係なく下表を標準とする。 

 

（1）引抜き作業 

表３．１ 引抜き作業 

広幅鋼矢板の型式 
電動式バイブロハンマ 油圧式バイブロハンマ 

引抜き長 規格（ｋＷ） 引抜き長 規格（ｋＷ（ＰＳ））

Ⅱｗ型 ２０ｍ以下 ４５ １５ｍ以下 
１６２（２２０）

Ⅲｗ型 １６ｍ以下 ６０ １１ｍ以下 

（注）本歩掛の適用範囲は上表とするが，これにより難い場合は，別途考慮することが出来る。 
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３－２ 付属機械 

バイブロハンマの付属機械の機種，規格は，次表を標準とするが現場条件によりこれにより難い場合は，

別途考慮することができる。 

表３．２ 付属機械の機種，規格 

バイブロハンマ規格

 

 

機種 

電動式バイブロハンマ 
油 圧 式

バ イ ブ ロ ハ ン マ

45kW 60kW 162kW（220PS） 

クローラクレーン（油圧ロープ式） 排出ガス対策型（第１次基準値）４０ｔ吊 

ラフテレーンクレーン（油圧式） 排出ガス対策型（第１次基準値）油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊 

発動発電器 

ディーゼルエンジン駆動 
150kVA 2000kVA  

（注）１．ラフテレーンクレーンは，小運搬用として次の場合のみ計上する。 

① 施工場所から３０ｍ以内のところに矢板置場を設けることができない場合。 

② 作業場所が狭小で，民家その他施設，構造物などを破損または危険にさらすおそれのある場合。 

２．小運搬用ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 

３．発動発電機を標準とする。商用電源を使用する場合は，発動発電機は計上しない。 

４．電気溶接機が必要な場合，別途計上する。 

 

４．編成人員 

広幅鋼矢板の引抜き作業の編成人員は，次表を標準とする。 

表４．１ 引抜きの編成人員        （人） 

職 種 世 話 役 と び 工 普 通 作 業 員 

編 成 人 員 １ ２ １ 

 

５．日当り施工枚数 

５－１ 引抜き作業 

広幅鋼矢板の１日当り引抜き枚数（N）は表５．１による。 

表５．１ 日当り施工枚数（Ⅱｗ，Ⅲｗ型）（N）          （枚／日） 

引 抜 き 長 （ ｍ ） ２以下 ４以下 ６以下 ８以下 １０以下 １３以下 １６以下 ２０以下

引抜き枚数（枚／日） ８３ ６９ ５２ ４６ ３８ ３５ ３０ ２４ 
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６．単 価 表 

（１）バイブロハンマ杭打機による広幅鋼矢板引抜き１０枚当り単価表 コード番号 Ｓ５６７０

（矢板引抜き長○○ｍ） 

名    称 規   格 単位 数  量 摘   要 

世 話 役 
 

人 
10

×1 表４．１ 
N

と び 工 
 

〃 
10

×2 〃 
N

普 通 作 業 員 
 

〃 
10

×1 〃 
N

バイブロハンマ杭打機運転 
 

日 
 10 ベースマシン＋バ

イブロハンマ  N 

発 動 発 電 機 運 転 
 

〃 
 10 ３－２ 

必要に応じて計上 N 

ラフテレーンクレーン賃料 

排出ガス対策型 
（第１次基準値） 
油圧伸縮ジブ型２５ｔ 

〃 
 10

〃 
 N 

諸 雑 費  式 １  

計     

（注）N：日当り施工数量（枚／日） 

 

（２）機械運転単価表 

機  械  名 規  格 適用単価表 指 定 事 項 

電動式バイブロハンマ杭打機 
45kW 

60kW 
機－20 

運転労務数量→1.00 

燃料消費量→66（40t 吊） 

機械損料１名称，→電動式バイブロハンマ

45kW,60kW 

機械損料数量→1.18 

機械損料２名称，→クローラクレーン 

（ラチスジブ） 

40t 吊 

機械損料数量→1.18 

油圧式バイブロハンマ杭打機 
162kw 

（220PS） 
機－20 

運転労務数量→1.00 

燃料消費量→372（40t 吊） 

機械損料１名称，→油圧式バイブロハンマ

162kW（220PS） 

機械損料数量→1.18 

機械損料２名称→クローラクレーン 

（ラチスジブ） 

40t 吊 

機械損料数量→1.18 

発 動 発 電 機 

ディーゼルエ

ンジン駆動 

150kVA 

200kVA 

機－24 

燃料消費量→138（150kVA） 

201（200kVA） 

機械損料数量→1.18 

（注）電動式バイブロハンマで，商用電力を用いる場合   84kWh／日（45kW） 

108kWh／日（60kW） 

③ 63 Ⅶ－６－④－３ 

コード番号 Ｓ 5 6 7 0

土 木 一 般 世 話 役
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④－２ 油圧圧入引抜工（広幅鋼矢板の引抜き，陸上施工） 

  

１．適 用 範 囲 

本資料は，鋼矢板（Ⅱｗ，Ⅲｗ，Ⅳｗ型）を油圧式杭圧入引抜機により施工（引抜きの陸上施工）する場合

に適用する。 

適用できる土質は，レキ質土，砂及び砂質土，粘性土とする。 

油圧圧入引抜機の反力チャックのつかみ代は，５００mmを標準とする。 

 

２．施 工 概 要 

施工フローは，下記のとおりとする。 

 

２－１ 引き抜き 

 

（注） 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

 

 

３．機 種 の 選 定 

３－１ 油圧式杭圧入引抜機 

油圧式杭圧入引抜機の機種は，鋼矢板の引抜長により次図を標準とする。 

３－１－１ 引抜き 

 

図 ３－１ 引抜きの場合の機種選定 

20 

 

 

引 

抜 

長 

（ｍ） 

 

 

 

0     10     20     30     40     50 

最大 N値 

 

（注）引抜長とは，地表面よりの鋼矢板の引抜長であり，矢板長とは異なる。 
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980.7kN（100t）～1471.0kN（150t）級 
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３－２ 付 属 機 械 

油圧式杭圧入引抜機に付属する機械の機種，規格は，次表を標準とする。 

３－２－１ 引抜き 

表３．１ 付属機械の機種規格 

圧入引抜機規格 

機  種 

引  抜  き 
備   考 

980.7～1471.0kN（100～150t）級 

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型（第１次基準値）油圧式 25ｔ  

（注）１．ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 

２．現場条件により上表により難い場合は，現場条件に適した規格とする。 

 

４．編成人員 

油圧圧入引抜施工の編成人員は，次表を標準とする。 

表４．１ 編成人員            （人） 

項 目 世 話 役 特 殊 作 業 員 と び 工 

引 抜 き １ １ ２ 

（注）１．クレーンの運転労務は，「第Ⅰ編第５章①建設機械運転労務」により別途計上する。 

 

５．日当り施工枚数 

５－１ 引抜き作業 

広幅鋼矢板の引抜き作業における１日当り施工枚数（N）は表５．１による。 

表５．１ 日当り引抜枚数（N）          （枚／日） 

引 抜 長 （ ｍ ） ２以下 ４以下 ７以下 １０以下 １５以下 ２０以下 

引抜枚数（枚／日） ６５ ５５ ４０ ２８ ２１ １７ 

（注）引抜長とは，地表面よりの鋼矢板の引抜長であり，矢板長とは異なる。 

 

５－２ 油圧式杭圧入引抜機の据付・解体歩掛 

据付・解体は，施工前の準備としての施工機の配置，試運転調整，反力架台，反力ウェイトの据付，反力

矢板圧入と施工後の施工機の解体・撤去作業であり，歩掛は次表とする。 

表５．２ 据付・解体歩掛 

作業 

区分 
項  目 

労      務 

（人／回） 

組合せ機械運転時間 

（日／回） 

世 話 役
特 殊

作 業 員
と び 工

専 用 圧 入

引 抜 機 

ラフテレーン

ク レ ー ン

引 

抜 
工事着工及び現場内移設 0.31 0.31 0.63 0.11 0.24 

（注）１．工事着工は，１工事で機械１組につき１回計上する。 

２．現場内移設は，現場内で一連の矢板を施工後，現場内の他の場所に移設する場合であり，移設回

数分計上する。 
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６．単 価 表 

（１）油圧式杭圧入引抜機による広幅鋼矢板引抜き１０枚当り単価表（陸上施工の場合） 

 コード番号 Ｓ５６９５
      

名    称 規   格 単位 数  量 摘   要 

世 話 役 
 

人 
10

×1
表４．１ 

表５．１ N

特 殊 作 業 員 
 

〃 
10

×1 〃 
N

と び 工 
 

〃 
10

×2 〃 
N

油圧式杭圧入引抜機運転 
980.7kN（100t）～ 

1471.0kN（150t）級
日 

 10 図３－１ 

表５．１  N 

ラフテレーンクレーン賃料 

排出ガス対策型 
（第１次基準値） 
油圧伸縮ジブ型 25ｔ吊

〃 
 10

〃 
 N 

諸 雑 費  式 １  

計     

（注）N：鋼矢板１日当り施工枚数（枚／日） 

 

（２）油圧式杭圧入引抜機据付・解体１回当り単価表 

 コード番号 Ｓ５６９０
      

名    称 規   格 単位 数  量 摘   要 

世 話 役 
 

人  表５．５ 

特 殊 作 業 員 
 

〃  〃 

と び 工 
 

〃  〃 

油圧式杭圧入引抜機運転 
980.7kN（100t）～ 

1471.0kN（150t）級
日  

図３－１，図３－２

表５．５ 

ラフテレーンクレーン賃料 

排出ガス対策型 
（第１次基準値） 
油圧伸縮ジブ型 25ｔ吊

〃  
表３．１ 

表５．５ 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

（３）機械運転単価表 

機  械  名 規  格 適用単価表 指 定 事 項 

油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機 
980.7kN（100t）～ 

1471.0kN（150t）級
機－24 

燃料消費量  → 115 

機械損料数量 → 1.42 
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コード番号 Ｓ 5 6 9 5

コード番号 Ｓ 5 6 9 0

土 木 一 般 世 話 役

土 木 一 般 世 話 役



Ⅶ−1−①− ③  247③  247

①　消 波 工･･･････････････････････ Ⅶ- 7 - ① -  1
1 　消波根固ブロック工･･･････････ Ⅶ- 7 - ① -  1
2 　休転率の取扱い･･･････････････ Ⅶ- 7 - ① -  2
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第７章 河 川 海 岸 

① 消波工 

 

１．消波根固ブロック工 

 

（１）コンクリートブロックの施工断面 

（イ）根固工断面のうち，ブロック１個並べとなる部分は，床掘などにより，全体の高さが不揃いになら

ないように設計すること。 

（ロ）捨込みは想定通りに行うのが難しいので設計断面は点線で表示すること。 

 

（２）根固ブロックの主鉄筋は異形鉄筋を使用することを標準とする。組立筋は普通鉄筋でもよいが，同一

工事での規格品との混用は避けること。（無規格品を使用する場合は，特記仕様書にその旨明記のこと。） 

 

（３）異形コンクリートブロック製作場所敷地面積 

異形コンクリートブロックの製作にあたっての所要敷地面積は，異形コンクリートブロック製作個数

により，次表を標準とする。 

異形コンクリート 延 べ 製 作 個 数 （個） 摘  要 

ブロック質量 ～ 500 ～1,000 ～2,000 ～3,000  

～３ｔ 1,600 1,700 1,900 2,100  

～６ｔ 2,200 2,900 4,300 5,800  

～25ｔ 2,800 4,100 6,800 9,400  

（注）用地を借用とする場合は１サイクルの製作個数，製作ストックヤード等を考慮して別途精算する。 
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２．休転率の取扱い 

（１）共通仮設費の準備費に積み上げ計上する繋船費の算出に必要な休転率は下表のとおりとする。なお，

適用地域は福島県太平洋沿岸全域とする。 

 

表．２－１ 休転率 

海 域 休 転 率 

Ａ ０．６７ 

Ｂ ― 

Ｃ ― 

（注）１．海域は，港湾・漁港工事標準積算基準（福島県土木部港湾課）①共通事項「２-５ 供用係数

適用に当っての留意事項」参照のこと。 

２．Ｂ海域及びＣ海域の休転率の決定にあたっては，担当事業課と協議のこと。 

 

（参考）休転率の算出 

休転率＝（Ａ－Ｂ－Ｃ）／Ｃ  （土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕Ⅲ-１-③-６） 

Ａ：供用日数（運転準備，後片付け期間を含む） 

Ｂ：休日等による休転日数 

Ｃ：海上作業可能日数（休日等に係る日を除く） 

 

海域 
供用日数 

（Ａ） 

休日等による

休転日数 

（Ｂ） 

荒天日数

（補正後）

（ａ） 

海上作業可能日数

（Ａ－Ｂ－ａ）

（Ｃ） 

休転率 

（（Ａ－Ｂ－Ｃ）/Ｃ）

（Ｄ） 

Ａ 365 125 96.5 143.5 0.67 

Ａ：供用日数・・・365 日（１年）とする 

Ｂ：休日等による休転日数・・・125 日とする 

ａ：荒天日数（補正後）・・・下表による 

ｂ：荒天日数・・・港湾・漁港工事標準積算基準（福島県土木部港湾課）①共通事項「２-２ 供用日数」

換算年間荒天日数に準拠し設定 

 

海域 荒天日数（ｂ）
荒天日数（補正後）

（ａ＝ｂ×１/２）

Ａ 193 96.5 

荒天日数（補正後）（ａ）の考え方は，以下のとおり 

荒天日数をＸ，休日日数をＹ，補正後の荒天日数をＺとすると 

１．荒天日数が休日の２倍以上となる場合は，休日は荒天日数と完全に重複する。 

Ｘ≧２Ｙ     Ｚ＝Ｘ－Ｙ 

２．荒天日数が休日の２倍未満となる場合は，休日は傾斜補正する。 

Ｘ＜２Ｙ     Ｚ＝Ｘ×１/２ 

３．荒天日数（ｂ）が休日日数（250 日）の２倍未満であるため，２を適用。 

※ 休日等による休転日数については，船員の有給休暇，安全教育等に要する日数を含まない（こ

れらは荒天日数の中で実施される）ものとして算出 
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 （土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕Ⅲ-１-③-９） 



Ⅶ−1−①− ③  251③  251

①　床均し工･･･････････････････････ Ⅶ- 8 - ① -  1
1 　床 均 し･････････････････････ Ⅶ- 8 - ① -  1

②　堤防天端工･････････････････････ Ⅶ- 8 - ② -  1
1 　堤防天端補修工･･･････････････ Ⅶ- 8 - ② -  1
2 　堤防天端の敷砂利について･････ Ⅶ- 8 - ② -  1

③　自然石採取工･･･････････････････ Ⅶ- 8 - ③ -  1
1 　巨石採取工･･･････････････････ Ⅶ- 8 - ③ -  1

河
川
維
持
工

第 8 章　　河川維持工



Ⅶ−1−①− ③  252③  252



③  253③  253 Ⅶ−8−①−1

　床掘を機械で計上した場合の床均し歩掛は、土木工事標準積算基準第Ⅱ編第１章土工③作業土工の基面整

正によるものとする。（不陸整正のほか、乱された部分の搗固を含み、残土の処理は含まない。なお、構造

物の基礎で床掘後、床掘面で杭打機などの重機・運搬車等の作業があり床拵えの必要がある場合には適用し

て良い。）



③  254③  254 Ⅶ−8−②−1



③  255③  255 Ⅶ−8−③−1

土木工事標準積算基準第Ⅲ編第２章河川維持工⑨ -1 巨石積（張）工 3-6 巨石採取は自然石採取のために

河床を掘削する場合のものであり、掘削を行わなくても現場内の河床及び掘削土の中から必要量採取でき

る場合は適用外となるため、下図のフローに沿って採択する。なお、採取にこだわらず、購入についても

検討する。



③  256③  256 Ⅶ−8−④−1



Ⅶ−1−①− ③  257③  257

①　路盤工･････････････････････････ Ⅶ- 9 - ① -  1
1 　不陸整正･････････････････････ Ⅶ- 9 - ① -  1

�　アスファルト舗装工･････････････ Ⅶ- 9 - � -  1
1 　路肩舗装･････････････････････ Ⅶ- 9 - � -  1

�　コンクリート舗装工･････････････ Ⅶ- 9 - � -  1
1 　コンクリート舗装工･･･････････ Ⅶ- 9 - � -  1

舗
　
装
　
工

第 9 章　　舗　装　工



Ⅶ−1−①− ③  258③  258



③  259③  259 Ⅶ−9−①−1 ③  79③  79 Ⅶ－9－①－1

供用、未供用、



③  260③  260 Ⅶ−9−②−1



③  261③  261 Ⅶ−9−③−1

※第Ⅳ編第１章舗装工⑥踏掛版（施工パッケージ）を適用できる場合は施工パッケージで積算する

こと。

Ⅵ ２

6．コンクリート規格は，共通仕様書Ⅲ「レディーミクストコンクリート標準仕様基準」の区分番号と

　する。

−

⑫ - ２ ⑫ - ２ ⑲ - ２ ⑲ - １ ⑲ - ２

−



Ⅶ−1−①− ③  262③  262



Ⅶ−1−①− ③  263③  263
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① 都市公園事業における遊具設置工事の積算について 

 

都市公園事業における遊具設置工事の積算について,遊具の製品価格の積算については,「直接工事費」扱いとさ

れ,共通仮設費及び現場管理費の対象となっているが,遊具のうち「大型遊具」の積算については,その遊具製品価

格を共通仮設費の対象外（現場管理費・一般管理費は対象）とする。なお,運用にあたっての留意事項は以下のと

おりとする。 

  

 １．大型遊具の定義は,「施工現場の状況に合わせて工場製作される大型遊具（実施設計等でコンサルタント等に

設計させた①オリジナル製品,及び②カタログ製品を複数直接組合せたもの）」とし,カタログ製品単体のものは

含まない。 

 

 ２．大型遊具の製品価格の決定にあたり,見積や特別調査を依頼する場合は,製品の形状寸法・材質・規格・数量・

機能・納入場所等の見積もり条件を明確にすること。 

 

 ３．大型遊具の現場での加工・組立・設置等の工事費用については,現行の積算構成どおり「直接工事費」扱い

とし,共通仮設費及び現場管理費の対象とするが,見積等を依頼する場合は,作業内容・労務職種・人工等別に詳

細な見積もりを依頼すること。

　都市公園事業における遊具設置工事の積算について，遊具の製品価格の積算については，「直接工事費」扱いとさ

れ，共通仮設費及び現場管理費の対象となっているが，遊具のうち「大型遊具」の積算については，その遊具製品価

格を共通仮設費の対象外（現場管理費・一般管理費は対象）とする。 なお，運用にあたっての留意事項は以下のと

おりとする。

１．大型遊具の定義は，「施工現場の状況に合わせて工場製作される大型遊具（実施設計等でコンサルタント等に

設計させた①オリジナル製品，及び②カタログ製品を複数直接組合せたもの）」とし，カタログ製品単体のものは

含まない。

２．大型遊具の製品価格の決定にあたり，見積や特別調査を依頼する場合は，製品の形状寸法・材質・規格・数量・

機能・納入場所等の見積もり条件を明確にすること。

３．大型遊具の現場での加工・組立・設置等の工事費用については，現行の積算構成どおり「直接工事費」扱いと

し，共通仮設費及び現場管理費の対象とするが，見積等を依頼する場合は，作業内容・労務職種・人工等別に詳細

な見積もりを依頼すること。
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第    号 

平成  年  月  日 

技術管理課長 様 

申込者           長 

土木工事積算基準等の申込みについて（依頼） 

下記の技術管理課保管積算基準を使用したいので申請いたします。 

記 

使用する積算基準名  

番 号

使 用 工 種  

発 注 予 定 年 月 日  

使 用 理 由  

工 事 名  

工 事 場 所  

使 用 責 任 者 名 

（係・職 ・氏名） 

電 話 番 号  

設計単価表等の管理

責任者名（職・氏名） 
※ 

※ 設計単価表等の交付及び管理に関する協定を締結している団体のみ当該協定書の第４条に基づく者の氏名を

記入 
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